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自 議案第 １ 号 

至 議案第６３号 



議案


番号

1 平成２７年度千葉市一般会計補正予算（第５号） 別冊

2 平成２７年度千葉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 別冊

3 平成２７年度千葉市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 別冊

4
平成２７年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算
（第１号）

別冊

5
平成２７年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（第
１号）

別冊

6 平成２７年度千葉市公債管理特別会計補正予算（第１号） 別冊

7 平成２７年度千葉市下水道事業会計補正予算（第１号） 別冊

8 平成２８年度千葉市一般会計予算 別冊

9 平成２８年度千葉市国民健康保険事業特別会計予算 別冊

10 平成２８年度千葉市介護保険事業特別会計予算 別冊

11 平成２８年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計予算 別冊

12 平成２８年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 別冊

13 平成２８年度千葉市霊園事業特別会計予算 別冊

14 平成２８年度千葉市農業集落排水事業特別会計予算 別冊

15 平成２８年度千葉市競輪事業特別会計予算 別冊

16 平成２８年度千葉市地方卸売市場事業特別会計予算 別冊

17 平成２８年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計予算 別冊

18 平成２８年度千葉市市街地再開発事業特別会計予算 別冊

19 平成２８年度千葉市動物公園事業特別会計予算 別冊

20 平成２８年度千葉市公共用地取得事業特別会計予算 別冊

21 平成２８年度千葉市学校給食センター事業特別会計予算 別冊

22 平成２８年度千葉市公債管理特別会計予算 別冊

23 平成２８年度千葉市病院事業会計予算 別冊

24 平成２８年度千葉市下水道事業会計予算 別冊

25 平成２８年度千葉市水道事業会計予算 別冊

平成２８年第１回千葉市議会定例会議案件名

議　　　　案　　　　件　　　　名 頁



議案


番号
議　　　　案　　　　件　　　　名 頁

26 千葉市行政不服審査法施行条例の制定について 1

27
行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
について

5

28 千葉市職員の退職管理に関する条例の制定について 13

29
地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に
ついて

15

30
千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市教育職員の給与等の特別措
置に関する条例の一部改正について

21

31
特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び千葉市
証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正について

29

32 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について 31

33
千葉市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
の一部改正について

32

34
千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について

33

35 千葉市国民健康保険条例の一部改正について 43

36 千葉市障害者施策推進協議会条例の一部改正について 45

37
千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する
基準を定める条例及び千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部改正について

47

38 千葉市火災予防条例の一部改正について 56

39 千葉市消防関係手数料条例の一部改正について 62

40 千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 63

41 千葉市区の設置等に関する条例の一部改正について 64

42 千葉市暴力団排除条例の一部改正について 65

43
千葉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定につい
て

66

44
千葉市が千葉県信用保証協会に対し交付する損失てん補金に係る回収
納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の制定について

68

45 千葉市土の採取計画の認可に関する条例の制定について 71

46
千葉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める
条例の制定について

79

47
千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型
認定こども園の認定の要件を定める条例の制定について

81



議案


番号
議　　　　案　　　　件　　　　名 頁

48
学校教育法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に
ついて

96

49
千葉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
改正について

98

50 千葉市公民館設置管理条例の一部改正について 99

51 千葉市東日本大震災復興交付金基金条例の一部改正について 100

52
千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改
正について

101

53 千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 103

54 千葉市幕張新都心文教地区建築条例の一部改正について 125

55 千葉市都市公園条例の一部改正について 126

56 町の区域及び名称の変更について 129

57 土地の処分について（旧千葉市立高洲第二小学校の跡地） 133

58 財産の処分について（千葉市福祉作業所の建物） 135

59 損害賠償額の決定及び和解について 136

60 指定管理者の指定について（千葉市幸老人センター） 138

61 包括外部監査契約について 139

62
議決事件の一部変更について((仮称)高洲市民プール・体育館改築工
事に係る工事請負契約)

140

63 市道路線の認定及び廃止について 143





議案第２６号 

千葉市行政不服審査法施行条例の制定について 

千葉市行政不服審査法施行条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市行政不服審査法施行条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下

「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （写しの交付に係る手数料） 

第２条 法第３８条第６項の規定により読み替えて適用する同条第４項

（法第９条第３項の規定により読み替えて適用する法第３８条第１項

の規定により審査庁が提出書類等の写しの交付を行う場合（以下この

条において「審査庁が写しの交付を行う場合」という。）及び他の法

令において準用する場合を含む。）及び法第８１条第３項において読

み替えて準用する法第７８条第４項に規定する条例で定める手数料の

額は、別表に定めるとおりとする。 

２ 手数料は、法第３８条第１項（審査庁が写しの交付を行う場合及び

他の法令において準用する場合を含む。）又は法第８１条第３項にお

いて準用する法第７８条第１項の規定による交付の際に徴収する。 

３ 法第３８条第６項の規定により読み替えて適用する同条第５項（審

査庁が写しの交付を行う場合及び他の法令において準用する場合を含

む。）又は法第８１条第３項において読み替えて準用する法第７８条

第５項の規定により、経済的困難その他特別の理由があると認めると

きは、第１項の手数料を減額し、又は免除することができる。 

４ 前項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、第

２項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びそ

の理由を記載した書面を提出しなければならない。 

５ 前項の書面には、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１

条第１項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっ
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ては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理

由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付し

なければならない。 

 （行政不服審査会の設置） 

第３条 法第８１条第１項の規定に基づき、千葉市行政不服審査会（以

下「審査会」という。）を置く。 

 （組織） 

第４条 審査会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることが

でき、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、

市長が任命する。 

３ 審査会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審査会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

 （専門委員） 

第７条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くこと

ができる。 
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２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。 

３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終

了したときは、解任されるものとする。 

４ 第４条第５項の規定は、専門委員に準用する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項

は、会長が審査会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表（第２条第１項関係） 

対象書面等の種別 写しの交付の方法 手数料の額 

１ 文書又は図画 用紙に複写した 用紙１枚につき 

 も の の 交 付 に 限

る。 

１０円（多色刷り

の も の に あ っ て

は、２０円）   

２  電磁的記録（電子的 用紙に出力した 用紙１枚につき 

方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては

認識することができな

い方式で作られた記録 

も の の 交 付 に 限

る。 

１０円（多色刷り

の も の に あ っ て

は、２０円） 

をいう。）   

 備考 

  １ 用紙の両面に複写し、又は出力して写しの交付を行う場合にお

いては、当該用紙の片面をそれぞれ１枚として算定する。 

  ２ 用紙は、原則として日本工業規格Ａ列３番（以下「Ａ３判」と

いう。）以下の規格のものを用いるものとし、Ａ３判を超える規

格の用紙を用いた場合は、Ａ３判による用紙を用いた場合の枚数

に換算して算定する。 
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議 案 説 明 

行政不服審査法の全部改正に伴い、千葉市行政不服審査会の組織及

び運営に関する事項その他の同法の施行に必要な事項を定めるため、

条例を制定しようとするものであります。 
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議案第２７号 

行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について 

行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を次の

とおり制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 

（千葉市情報公開条例の一部改正） 

第１条 千葉市情報公開条例（平成１２年千葉市条例第５２号）の一部

を次のように改正する。 

第１８条の次に次の１条を加える。 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第１８条の２ 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求

については、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第

１項本文の規定は、適用しない。 

第１９条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第

１項各号列記以外の部分中「について、行政不服審査法（昭和３７年

法律第１６０号）の規定による不服申立て」を「又は開示請求に係る

不作為について、審査請求」に、「当該不服申立て」を「当該審査請

求」に改め、「又は決定」を削り、同項第１号中「不服申立て」を

「審査請求」に改め、同項第２号を次のように改める。 

（２）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書

の全部を開示することとするとき（当該公文書の開示について反

対意見書が提出されているときを除く。）。 

第１９条第２項第１号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、

「参加人」の次に「（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加

人をいう。以下この章において同じ。）」を加え、同項第２号中「不

服申立人」を「審査請求人」に改め、同項第３号中「当該不服申立 

て」を「当該審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、
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同条第３項各号列記以外の部分中「又は決定」を削り、同項第１号中

「不服申立て」を「審査請求」に改め、「又は決定」を削り、同項第

２号中「不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等」を

「審査請求に係る開示決定等（審査請求に係る公文書の全部を開示す

る旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求」に改め、「又は決 

定」を削る。 

第２０条第１項、第７項及び第８項中「不服申立て」を「審査請 

求」に改める。 

第２１条第１項及び第３項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、

同条第４項中「不服申立て」を「審査請求」に、「、不服申立人」を

「、審査請求人」に、「不服申立人等」を「審査請求人等」に改める。 

第２２条第１項中「、不服申立人等」を「、審査請求人等」に、

「当該不服申立人等」を「当該審査請求人等」に改め、同条第２項中

「前条第３項及び第４項並びに前項の規定により」を削り、「不服申

立人等」を「審査請求人等」に改め、同条第３項中「不服申立人」を

「審査請求人」に改める。 

（千葉市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 千葉市個人情報保護条例（平成１７年千葉市条例第５号）の一

部を次のように改正する。 

目次中「不服申立て等」を「審査請求等」に、「第４２条」を「第

４１条の２」に改める。 

「第４章 不服申立て等」を「第４章 審査請求等」に改める。 

第４章第１節中第４２条の前に次の１条を加える。 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第４１条の２ 開示決定等（第２０条第３項又は第２１条第２項の規

定により開示をしない旨の決定があったものとみなされた場合にお

ける当該あったものとみなされた決定を含む。以下この章において

同じ。）、訂正決定等（第３２条第３項において準用する第２０条

第３項又は第３３条第２項において準用する第２１条第２項の規定

により訂正をしない旨の決定があったものとみなされた場合におけ

る当該あったものとみなされた決定を含む。以下この章において同

6



じ。）若しくは利用停止決定等（第４０条第２項において準用する

第２０条第３項及び前条において準用する第２１条第２項の規定に

より利用停止をしない旨の決定があったものとみなされた場合にお

ける当該あったものとみなされた決定を含む。以下この章において

同じ。）又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作

為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成２６年法律第

６８号）第９条第１項本文の規定は、適用しない。 

第４２条を次のように改める。 

（審査会への諮問） 

第４２条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示

請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、審査

請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関

は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、千葉市個人情報保

護審査会に諮問しなければならない。 

（１）審査請求が不適法であり、却下するとき。 

（２）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情

報の全部を開示することとするとき（当該個人情報の開示につい

て反対意見書が提出されているときを除く。）。 

（３）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情

報の訂正をすることとするとき。 

（４）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情

報の利用停止をすることとするとき。 

第４３条第１号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、「参加

人」の次に「（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をい

う。以下この章において同じ。）」を加え、同条第２号中「不服申立

人」を「審査請求人」に改め、同条第３号中「当該不服申立て」を

「当該審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 

第４４条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条各

号列記以外の部分中「又は決定」を削り、同条第１号中「不服申立 

て」を「審査請求」に改め、「又は決定」を削り、同条第２号中「不

服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等」を「審査請求
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に係る開示決定等（全部を開示する旨の決定を除く。）を変更し、当

該審査請求」に改め、「又は決定」を削る。 

第４５条第１項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

第４６条第１項及び第３項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、

同条第４項中「不服申立て」を「審査請求」に、「、不服申立人」を

「、審査請求人」に、「不服申立人等」を「審査請求人等」に改める。 

第４７条第１項中「、不服申立人等」を「、審査請求人等」に、

「当該不服申立人等」を「当該審査請求人等」に改め、同条第２項中

「前条第３項及び第４項並びに前項の規定により」を削り、「不服申

立人等」を「審査請求人等」に改め、同条第３項中「不服申立人」を

「審査請求人」に改める。 

（千葉市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第３条 千葉市職員退職手当支給条例（昭和２４年千葉市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

第１１条第４項中「昭和３７年法律第１６０号）第１４条第１項又

は第４５条」を「平成２６年法律第６８号）第１８条第１項本文」に

改める。 

（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第４条 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

第２０条の３第２項中「昭和３７年法律第１６０号）第１４条又は

第４５条」を「平成２６年法律第６８号）第１８条第１項本文」に改

める。 

（千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第５条 千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７

年千葉市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第５条第４号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

（千葉市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第６条 千葉市固定資産評価審査委員会条例（昭和２６年千葉市条例第

５１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項第１号中「住所」の次に「又は居所」を加え、同項中
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第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第

１号の次に次の１号を加える。 

（２）審査の申出に係る処分の内容 

第４条第３項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不服審

査法（昭和３７年法律第１６０号）第１３条第１項」を「行政不服審

査法施行令（平成２７年政令第３９１号）第３条第１項」に改め、同

条第４項中「、代表者」を「代表者」に、「、総代代理人」を「総代、

代理人」に改め、同条第５項中「ただちに」を「直ちに」に改め、同

条に次の１項を加える。 

６ 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資

格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならな

い。 

第５条の見出しを「（審査の申出の通知等）」に改め、同条第２項

を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に、「欠陥」を「不備」

に、「５日以内」を「相当」に、「審査申出人にその欠陥を補正さ 

せ」を「、審査申出人にその不備を補正すべきことを命じ」に改め、

同項を同条第２項とし、同条第４項中「審査申出書を受理した」を

「審査の申出がされた」に、「その旨を市長に、却下した場合におい

てはその旨を審査申出人に、それぞれ」を「、その旨を市長（当該申

出を却下する場合においては、審査申出人）に」に改め、同項を同条

第３項とする。 

第６条第２項ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを

市長に送付しなければならない。 

第６条の２第３項第３号中「その他」を「前２号に掲げるもののほ

か、」に改める。 

第７条第２項中「つど」を「都度」に改め、同条第８項第５号中

「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改める。 

第８条第２項第４号及び第９条第２項第４号中「その他」を「前３

号に掲げるもののほか、」に改める。 

第１０条第１項中「においては、」の次に「次に掲げる事項を記載
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し、委員会が記名押印した」を加え、同項に次の各号を加える。 

（１）主文 

（２）事案の概要 

（３）審査申出人及び市長の主張の要旨 

（４）理由 

（千葉市市税条例の一部改正） 

第７条 千葉市市税条例（昭和４９年千葉市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条第１項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

（千葉市消防団員等公務災害補償条例の一部改正） 

第８条 千葉市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年千葉市条例第

２６号）の一部を次のように改正する。 

第５条の見出しを「（審査請求）」に改め、同条中「異議申立」を

「審査請求」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の千葉市情報公開条例第１８条の２、第

１９条、第２０条第１項、第７項及び第８項、第２１条第１項、第３

項及び第４項並びに第２２条第１項から第３項までの規定は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の千葉市情報公開条例

第１１条各項の決定（以下この項において「開示決定等」という。）

又は同条例第５条の規定による開示の請求（以下この項において「開

示請求」という。）に係る不作為に係る審査請求について適用し、施

行日前の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てにつ

いては、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の千葉市個人情報保護条例第４章第１節、

第４５条第１項、第４６条第１項、第３項及び第４項並びに第４７条

第１項から第３項までの規定は、施行日以後の千葉市個人情報保護条

例第１９条各項の決定（以下この項において「開示決定等」とい
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う。）、同条例第３１条各項の決定（以下この項において「訂正決定

等」という。）若しくは同条例第３９条第１項及び同条第２項におい

て準用する同条例第３１条第２項の決定（以下この項において「利用

停止決定等」という。）若しくは同条例第２０条第３項（同条例第 

３２条第３項又は同条例第４０条第２項の規定により準用する場合を

含む。）若しくは同条例第２１条第２項（同条例第３３条第２項又は

同条例第４１条の規定により準用する場合を含む。）の規定により決

定があったものとみなされる場合の当該みなされる決定（以下この項

において「みなし決定」という。）又は同条例第１３条第１項の規定

による開示の請求（以下この項において「開示請求」という。）、同

条例第２８条第１項本文の規定による訂正の請求（以下この項におい

て「訂正請求」という。）若しくは同条例第３６条第１項各号に定め

る措置の請求（以下この項において「利用停止請求」という。）に係

る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前の開示決定等、訂

正決定等若しくは利用停止決定等若しくはみなし決定又は開示請求、

訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについ

ては、なお従前の例による。 

４ 第６条の規定による改正後の千葉市固定資産評価審査委員会条例第

４条第２項、第３項及び第６項、第５条第２項及び第３項、第６条第

２項及び第４項並びに第１０条第１項の規定は、平成２８年度以後の

年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録

された価格に係る審査の申出について適用し、平成２７年度分までの

固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価

格に係る審査の申出（申出期間の初日が施行日以後である審査の申出

を除く。）については、なお従前の例による。 
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議 案 説 明 

行政不服審査法の全部改正に伴い、審理員による審理手続の適用除

外を定めるため、条例を制定しようとするものであります。 
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議案第２８号 

千葉市職員の退職管理に関する条例の制定について 

千葉市職員の退職管理に関する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市職員の退職管理に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下

「法」という。）第３８条の２第８項、第３８条の６及び第６５条の

規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（再就職者による依頼等の規制） 

第２条 法第３８条の２第１項、第４項及び第５項の規定によるものの

ほか、再就職者（同条第１項に規定する再就職者をいう。）のうち、

同条第８項の国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第２１条

第１項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規

則で定めるものに離職した日の５年前の日より前に就いていた者は、

当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等（法第３８条

の２第１項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。）の

役職員（同項に規定する役職員をいう。）又は同条第８項の役職員に

類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務（同

条第１項に規定する契約等事務をいう。）であって離職した日の５年

前の日より前の職務（当該職に就いていたときの職務に限る。）に属

するものに関し、離職後２年間、職務上の行為をするように、又はし

ないように要求し、又は依頼してはならない。 

（任命権者への届出） 

第３条 管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定

めるものに就いている職員であった者（公益的法人等への一般職の地

方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条

第２項に規定する退職派遣者を除く。）は、離職後２年間、営利企業

以外の法人その他の団体の地位に就いた場合（報酬を得る場合に限
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る。）又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者と

なった場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規

則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する

職の任命権者に人事委員会規則で定める事項を届け出なければならな

い。その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。 

（再就職状況の公表） 

第４条 任命権者は、前条の規定により届出を受けた事項について、遅

滞なく市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、人事委員会

規則で定めるところにより、人事委員会規則で定める事項を公表する

ものとする。 

（過料） 

第５条 第３条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、

１０万円以下の過料に処する。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

地方公務員法の一部改正に伴い、再就職した職員に対し、現職職員

への働きかけを禁止するとともに、再就職情報の届出を義務付けるた

め、条例を制定しようとするものであります。 
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議案第２９号 

地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定について 

 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を次のと

おり制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

  第３条第３項中「標準的な」を削り、「人事委員会規則で定める」

を「次に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとし、これらの表に

掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員

会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとす 

る」に改め、同項に次の各号を加える。 

（１）行政職給料表等級別基準職務表（別表第５） 

（２）教育職給料表等級別基準職務表（別表第６） 

（３）医療職給料表等級別基準職務表（別表第７） 

   ア 医療職給料表（１）等級別基準職務表 

   イ 医療職給料表（２）等級別基準職務表 

   ウ 医療職給料表（３）等級別基準職務表 

第５条第２項中「により人事委員会規則で定める」を「に基づく分

類の」に改める。 

  第５条の４第１項を次のように改める。 

特定任期付職員の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の

度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定

するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の

各号に定めるとおりとする。 
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（１）高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して

業務に従事する場合 １号給 

 （２）高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して

困難な業務に従事する場合 ２号給 

 （３）高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して

特に困難な業務に従事する場合 ３号給 

 （４）特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用

して特に困難な業務に従事する場合 ４号給 

 （５）特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用

して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 ５号給 

 （６）極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がそ

の知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する

場合 ６号給 

 （７）極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がそ

の知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事

する場合 ７号給 

  別表第４の次に次の３表を加える。 

 別表第５ 

  行政職給料表等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 １ 定型的な業務を行う職務 

２ 消防士の職務 

２級 １ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

２ 消防士長又は高度の知識若しくは経験を必要とす

る消防士の職務 

３級 １ 主任の職務 

２ 消防司令補又は高度の知識若しくは経験を必要と

する消防士長の職務 

４級 １ 係長の職務 

 ２ 主査の職務 
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５級 １ 課長補佐の職務 

２ 所長の職務 

３ 消防出張所長の職務 

６級 １ 課長の職務 

２ 室長の職務 

３ 困難な業務を所掌する所長の職務 

４ 総括主幹の職務 

５ 消防副署長の職務 

７級 １ 部長の職務 

２ 区長の職務 

３ 次長の職務 

４ 委員会等の事務局長の職務 

５ 特に困難な業務を所掌する所長の職務 

６ 参事又は技監の職務 

７ 消防署長の職務 

８級 １ 理事の職務 

２ 局長の職務 

３ 会計管理者の職務 

４ 困難な業務を所掌する次長の職務 

５ 困難な業務を所掌する区長の職務 

６ 困難な業務を所掌する委員会等の事務局長の職務 

  備考 この表において「委員会等」とは、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第８９条の規定により置く議会並びに同法第  

１３８条の４第１項の規定により置く委員会及び委員をいう。 

 別表第６ 

  教育職給料表等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 講師又は実習助手の職務 

２級 教諭、養護教諭又は困難な業務を所掌する実習助手の 

 職務 
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３級 教頭の職務 

４級 校長の職務 

 別表第７ 

  医療職給料表等級別基準職務表 

ア 医療職給料表（１）等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 主査の職務 

２級 １ 課長の職務 

２ 所長の職務 

３ 課長補佐の職務 

３級 １ 技監の職務 

２ 保健所次長の職務 

４級 １ 局長の職務 

２ 部長の職務 

３ 保健所長の職務 

４ 環境保健研究所長の職務 

  イ 医療職給料表（２）等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 獣医師、薬剤師、診療放射線技師、診療エックス線技

師、臨床工学技士、臨床検査技師、衛生検査技師、理

学療法士、作業療法士、視能訓練士、心理療法士、歯

科衛生士、マッサージ師又は栄養士（以下「獣医師

等」という。）の職務 

２級 高度の技術又は経験を必要とする獣医師等の職務 

３級 主任の職務 

４級 主査の職務 

５級 課長補佐の職務 

６級 課長の職務 

  ウ 医療職給料表（３）等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 
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１級 看護師、助産師又は准看護師（以下「看護師等」とい

う。）の職務 

２級 高度の技術又は経験を必要とする看護師等の職務 

３級 主任の職務 

４級 主査の職務 

５級 課長補佐の職務 

６級 課長の職務 

 （千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第２条 千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７

年千葉市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、同条第７

号中「及び勤務成績の評定」を削り、同号を同条第９号とし、同号の

前に次の１号を加える。 

（８）職員の退職管理の状況 

第３条中第６号を第７号とし、第２号から第５号までを１号ずつ繰

り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）職員の人事評価の状況 

 （千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正） 

第３条 次に掲げる条例の規定中「第２４条第６項」を「第２４条第５

項」に改める。 

（１）千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和３９年千葉市

条例第８号）第１条 

（２）千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和４６年千

葉市条例第７３号）第１条 

（３）千葉市職員の旅費等に関する条例（平成２年千葉市条例第３１ 

号）第１条 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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議 案 説 明 

地方公務員法の一部改正に伴い、等級別基準職務表を定めるため、

条例を制定しようとするものであります。 
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議案第３０号 

千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市教育職員の給与等の特

別措置に関する条例の一部改正について 

千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市教育職員の給与等の特別措

置に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市教育職員の給与等の特

別措置に関する条例の一部を改正する条例 

（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。 
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別表第２

教育職給料表

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

    　　　円     　　　　円     　　　　円     　　　　円

1 155,900 170,000 287,300 405,500

2 157,400 172,100 289,900 407,000

3 158,900 174,200 292,800 408,500

4 160,400 176,400 295,400 410,000

5 162,100 178,400 297,900 411,400

6 164,100 180,600 300,300 412,800

7 165,900 182,800 302,700 414,300

8 167,700 185,000 305,100 415,900

9 169,500 187,300 307,600 417,300

10 171,700 190,100 310,300 418,700

11 173,700 192,800 313,000 420,100

12 175,700 195,500 315,900 421,400

13 177,800 198,400 318,500 422,700

14 180,000 200,100 320,500 424,100

15 182,200 201,700 322,600 425,500

16 184,400 203,400 324,900 426,900

17 186,700 205,200 327,200 428,100

18 189,400 206,900 329,400 429,400

19 191,900 208,600 331,700 430,600

20 194,400 210,200 333,900 431,900

21 196,900 212,000 336,200 433,000

22 198,600 213,900 338,400 434,200

23 200,300 215,800 340,700 435,500

24 202,000 217,700 343,000 436,800

25 203,500 219,400 345,000 438,100

26 205,100 221,400 346,800 439,300

27 206,700 223,400 348,700 440,300

28 208,200 225,400 350,600 441,400

29 209,900 227,300 352,500 442,600

30 211,600 230,000 354,300 443,400

31 213,300 232,700 356,000 444,200

32 215,000 235,400 357,900 445,100

33 216,500 238,000 359,600 446,000

34 218,200 240,800 361,300 446,500

35 219,900 243,400 363,000 447,000

36 221,600 246,100 364,800 447,500

37 223,200 248,600 366,700 448,000

38 224,900 251,100 368,200 448,500

39 226,600 253,600 369,800 449,000

40 228,300 256,000 371,400 449,500

41 230,000 258,600 372,700 450,000

42 231,800 261,000 374,100 450,500

43 233,600 263,200 375,500 451,000

44 235,300 265,400 377,000 451,500

１　　級 ２　　級 ３　　級 ４　　級職 員
の 区
分

職務
の級
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45 237,200 267,500 378,500 452,000

46 238,800 269,700 380,100 452,500

47 240,300 271,900 381,700 453,000

48 241,900 274,000 383,200 453,500

49 243,200 276,200 384,600 454,000

50 244,700 278,200 386,100

51 246,200 280,200 387,600

52 247,700 282,200 389,000

53 248,700 284,000 390,200

54 250,200 286,500 391,500

55 251,700 288,800 392,600

56 253,200 291,300 393,700

57 254,300 293,400 395,100

58 255,700 295,900 396,300

59 257,000 298,300 397,500

60 258,300 301,000 398,800

61 259,600 303,400 400,000

62 260,900 305,800 401,000

63 262,200 308,300 402,400

64 263,400 310,700 403,700

65 264,500 313,100 404,900

66 266,000 315,300 406,000

67 267,500 317,400 407,200

68 269,000 319,600 408,300

69 270,700 321,900 409,300

70 272,200 324,000 410,500

71 273,700 326,200 411,700

72 275,200 328,200 412,900

73 276,400 330,400 413,500

74 277,700 332,500 414,300

75 279,000 334,700 415,000

76 280,300 336,900 415,500

77 281,700 338,700 415,800

78 282,900 340,600 416,200

79 284,100 342,500 416,600

80 285,300 344,300 417,000

81 286,600 346,100 417,300

82 287,600 347,900 417,700

83 288,800 349,600 418,100

84 290,000 351,400 418,400

85 291,000 352,800 418,700

86 292,000 354,400 419,100

87 293,000 355,900 419,500

88 294,000 357,400 419,800

89 295,100 358,800 420,100

90 296,000 360,100 420,400

91 296,900 361,500 420,700

92 297,800 362,900 420,900

再任
用職
員以
外の
職員
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93 298,300 364,400 421,100

94 299,100 365,700 421,400

95 299,800 367,000 421,700

96 300,600 368,200 421,900

97 301,400 369,200 422,100

98 302,200 370,200 422,400

99 303,000 371,200 422,700

100 303,800 372,200 422,900

101 304,700 373,100 423,100

102 305,200 374,100

103 305,700 375,100

104 306,200 376,100

105 306,400 376,900

106 306,800 377,800

107 307,100 378,700

108 307,400 379,700

109 307,600 380,500

110 307,800 381,500

111 308,100 382,500

112 308,400 383,500

113 308,600 384,100

114 308,800 385,000

115 309,000 385,900

116 309,300 386,800

117 309,600 387,600

118 309,900 388,300

119 310,200 389,100

120 310,500 389,900

121 310,600 390,500

122 310,800 391,300

123 311,100 392,000

124 311,400 392,700

125 311,600 393,300

126 311,800 394,000

127 312,100 394,500

128 312,400 395,100

129 312,600 395,800

130 312,800 396,400

131 313,100 396,900

132 313,400 397,400

133 313,600 397,700

134 313,800 398,000

135 314,100 398,300

136 314,400 398,600

137 314,600 398,900

138 314,800 399,200

139 315,100 399,500

140 315,400 399,800
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141 315,600 400,100

142 315,800 400,400

143 316,100 400,700

144 316,400 401,000

145 316,600 401,200

146 316,800 401,500

147 317,100 401,800

148 317,400 402,000

149 317,600 402,200

150 317,800 402,500

151 318,100 402,800

152 318,400 403,000

153 318,600 403,200

154 318,800 403,500

155 319,100 403,800

156 319,400 404,000

157 319,600 404,200

158 319,800 404,500

159 320,100 404,800

160 320,400 405,000

161 320,600 405,200

再 任
用 職
員

226,300 269,900 323,200 404,000

備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　１　この表は、高等学校等に勤務する校長、教頭、教諭その他の職員（特定任期付職員を除く。）で

　　人事委員会規則で定めるものに適用する。

　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員の給料月額は、この表の額に

　　7,500円を加算した額とする。
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第２条 千葉市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「採用された職員」の次に「、職務の級が１級である

職員（医療職給料表（１）の適用を受ける職員を除く。）」を加え、

「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで」を「平成２８

年４月１日から平成２９年３月３１日まで」に、「１００分の２． 

１」を「１００分の１．６」に、「１００分の１．７、医療職給料表

（１）の適用を受ける職員のうちその職務の級が１級又は２級である

職員にあっては１００分の１」を「、１００分の１．２（医療職給料

表（１）の適用を受ける職員にあっては、１００分の１）」に改める。 

附則第４項中「１００分の２．１」を「１００分の１．６」に、

「１００分の１．７、医療職給料表（１）の適用を受ける職員のうち

その職務の級が１級又は２級である職員にあっては１００分の１」を

「、１００分の１．２（医療職給料表（１）の適用を受ける職員にあ

っては、１００分の１）」に、「１００分の３．５」を「１００分の 

３」に改める。 

附則第５項中「１００分の３．５」を「１００分の３」に改め、同

項第１号中「１００分の７」を「１００分の６」に改め、同項第２号、

第３号、第６号及び第７号中「１００分の４．９」を「１００分の４．

２」に改める。 

附則別表第１行政職給料表の部１級の項、同表教育職給料表の部１

級の項、同表医療職給料表（２）の部１級の項及び同表医療職給料表

（３）の部１級の項を削る。 

附則別表第２を次のように改める。 

附則別表第２ 

行政職給料表 ２級 ４０号給 

医療職給料表（１） １級 ３２号給 

 ２級 １６号給 

医療職給料表（２） ２級 ４０号給 

医療職給料表（３） ２級 ３６号給 
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（千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正） 

第３条 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和４６年

千葉市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日ま 

で」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」に改め

る。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第３条の

規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例（附則

第４項において「改正後の給与条例」という。）別表第２の規定は、

平成２７年４月１日から適用する。 

（適用日前の異動者の号給の調整） 

３ 平成２７年４月１日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事

委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、そ

の者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合

との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるとこ

ろにより、必要な調整を行うことができる。 

（給与の内払） 

４ 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定

による改正前の千葉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給

された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

（委任） 

５ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

人事委員会が定める。 
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議 案 説 明 

人事委員会の勧告に基づき、千葉県の教育職の職員の給与改定に準

じて教育職の職員の給与を改定するとともに、厳しい財政状況を踏ま

え、職員の給料の減額措置を継続するため、条例の一部を改正しよう

とするものであります。 
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議案第３１号 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び千

葉市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正について 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び千葉市

証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び千

葉市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 

（特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

第１条 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年千葉市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１号中「行政委員会の委員等」の次に「（農地利用最適化

推進委員を除く。）」を加え、同条第２号中「附属機関の委員等」を

「農地利用最適化推進委員及び附属機関の委員等」に改める。 

附則第１４項から第２１項まで及び附則第２３項から第２７項まで

の規定中「平成２８年３月３１日」を「平成２９年３月３１日」に改

める。 

別表第１農業委員会の委員の項の次に次のように加える。 

農地利用最適化推進委員  月額 ４０，０００円 

（千葉市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 千葉市証人等に対する実費弁償に関する条例（平成２年千葉市

条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２９条第４項」を「第３５条第４項」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  
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議 案 説 明 

厳しい財政状況を踏まえ、特別職の職員の給与の減額措置を継続す

るほか、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農地利用最適

化推進委員の報酬等の額を定めるため、条例の一部を改正しようとす

るものであります。 
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議案第３２号 

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について 

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和３７年千葉市条例第２４ 

号）の一部を次のように改正する。 

別表第２第１８項中「６，４００円」を「８，０００円」に、「６，

０００円」を「７，５００円」に、「３，４００円」を「４，２５０ 

円」に、「２，４００円」を「３，０００円」に、「３，０００円」を

「３，４００円」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

教員特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当の額を引き上げるため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３３号 

千葉市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部改正について 

千葉市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を改正する条例 

千葉市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

（昭和４２年千葉市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

附則第６条第１項の表及び同条第２項の表中「０．８６」を「０． 

８８」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の附則第６条第１項及び第２項の規定は、こ

の条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休

業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る

傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日

前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休

業補償については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

地方公務員災害補償法施行令の一部改正に準じ、厚生年金保険法に

よる障害厚生年金等が併給される場合の傷病補償年金等の調整率を引

き上げるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３４号 

千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正

について 

千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改

正する条例 

千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年千葉市条

例第６３号）の一部を次のように改正する。 

第３条を同条第３項とし、同条に第１項及び第２項として次の２項を

加える。 

法第９条第２項の条例で定める事務は、別表の左欄に掲げる機関が

行う同表の中欄に掲げる事務とする。 

２ 別表の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するた

めに必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機

関が保有するものを利用することができる。 

第３条に次の１項を加える。 

４ 第２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他

の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内

容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の

提出があったものとみなす。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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附則の次に次の別表を加える。 

別表（第３条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 生活保護法（昭和２５ 医療保険給付関係情報で 

 年法律第１４４号）に

準じて行う生活に困窮

する外国人に対する保

護の措置に関する事務

であって規則で定める

もの 

あって規則で定めるもの 

労働者災害補償関係情報

であって規則で定めるも

の 

災害救助法（昭和２２年

法律第１１８号）による

救助又は扶助金の支給に

関する情報であって規則

で定めるもの 

児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）による

小児慢性特定疾病医療

費、療育の給付又は障害

児入所給付費の支給に関

する情報であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

戦傷病者戦没者遺族等援

護関係情報であって規則

で定めるもの 

特別支援学校への就学奨 

励に関する法律（昭和 

２９年法律第１４４号）
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による特別支援学校への

就学のため必要な経費の

支弁に関する情報であっ 

て規則で定めるもの 

学校保健安全法（昭和 

３３年法律第５６号）に

よる医療に要する費用に

ついての援助に関する情

報であって規則で定める

もの 

児童扶養手当関係情報で 

あって規則で定めるもの 

母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和３９年法律

第１２９号）による資金

の貸付けに関する情報で

あって規則で定めるもの 

母子及び父子並びに寡婦

福祉法による給付金の支

給に関する情報であって

規則で定めるもの 

特別児童扶養手当関係情

報であって規則で定める

もの 

特別児童扶養手当等の支 

給に関する法律（昭和 

３９年法律第１３４号）

による障害児福祉手当又

は特別障害者手当の支給

に関する情報であって規 
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則で定めるもの 

母子保健法（昭和４０年

法律第１４１号）による

養育医療の給付又は養育

医療に要する費用の支給

に関する情報であって規

則で定めるもの 

地方公務員災害補償関係

情報であって規則で定め

るもの 

児童手当関係情報であっ 

て規則で定めるもの 

失業等給付関係情報であ

って規則で定めるもの 

国民年金法等の一部を改

正する法律（昭和６０年

法律第３４号）附則第 

９７条第１項の福祉手当

の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの 

中国残留邦人等の円滑な 

帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成６

年法律第３０号）による

永住帰国旅費、自立支度

金、一時金若しくは一時

帰国旅費の支給に関する

情報又は中国残留邦人等
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支援給付等関係情報であ 

って規則で定めるもの 

介護保険給付等関係情報

であって規則で定めるも

の 

厚生年金保険制度及び農 

林漁業団体職員共済組合

制度の統合を図るための

農林漁業団体職員共済組

合法等を廃止する等の法

律（平成１３年法律第 

１０１号）による年金で

ある給付であって規則で 

定めるもの 

特定障害者に対する特別

障害給付金の支給に関す

る法律（平成１６年法律

第１６６号）による特別

障害給付金の支給に関す

る情報であって規則で定

めるもの 

障害者自立支援給付関係

情報であって規則で定め

るもの 

職業訓練受講給付金関係

情報であって規則で定め

るもの 

難病の患者に対する医療 

等に関する法律（平成 

２６年法律第５０号）に
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よる特定医療費の支給に

関する情報であって規則 

で定めるもの 

生活保護法に準じて行う

生活に困窮する外国人に

対する保護の実施又は就

労自立給付金の支給に関

する情報であって規則で 

  定めるもの 

２ 市長 子どもの医療費の助成 生活保護関係情報であっ 

 に関する条例（昭和 

４５年千葉市条例第 

３６号）による子ども

の医療費の助成に関す

る事務であって規則で

定めるもの 

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

３ 市長 心身障害者の医療費の

助成に関する条例（昭

和４８年千葉市条例第

２９号）による心身障

害者の医療費の助成に

関する事務であって規

則で定めるもの 

障害者関係情報であって

規則で定めるもの 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

４ 市長 母子及び父子家庭等の 地方税関係情報であって 

 医療費の助成に関する

条例（昭和５５年千葉

市条例第１２号）によ 

規則で定めるもの 

 る母子及び父子家庭等 住民票関係情報であって 

 の医療費の助成に関す 規則で定めるもの 
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 る事務であって規則で  

 定めるもの  

５ 市長 精神障害者の入院医療 生活保護関係情報であっ 

 費の助成に関する事務

であって規則で定める

もの 

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付

等関係情報であって規則 

  で定めるもの 

６ 市長 在宅の重度心身障害者

に対するおむつの給付

に関する事務（障害者

の日常生活及び社会生

活を総合的に支援する

ための法律（平成１７

年法律第１２３号）に

よる地域生活支援事業

として行う日常生活用

具費の支給に関する事

務を除く。）であって

規則で定めるもの 

障害者関係情報であって

規則で定めるもの 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付

等関係情報であって規則

で定めるもの 

７ 市長 障害者の日常生活及び 障害者関係情報であって 

 社会生活を総合的に支

援するための法律によ

る地域生活支援事業と

して行う日常生活用具

費の支給に関する事務

であって規則で定める

規則で定めるもの 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって 
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もの 規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付

等関係情報であって規則 

  で定めるもの 

８ 教育委員会 特別支援教育就学奨励 地方税関係情報であって 

 費の支給に関する事務

であって教育委員会規

則で定めるもの 

教育委員会規則で定める 

もの 

住民票関係情報であって

教育委員会規則で定める 

  もの 

９ 教育委員会 要保護及び準要保護児 地方税関係情報であって 

 童生徒に対する就学援

助の支給に関する事務

であって教育委員会規 

教育委員会規則で定める

もの 

 則で定めるもの  

10 市長 ぜんそく等の小児指定

疾病の医療費の助成に

関する事務であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支

給に関する法律その他の

法令による給付の支給に

関する情報であって規則

で定めるもの 

11 市長 障害者の日常生活及び 生活保護関係情報であっ 

 社会生活を総合的に支 て規則で定めるもの 

 援するための法律によ  

 る共同生活援助を行う  

 住居における居住に要 中国残留邦人等支援給付 

 した費用の一部を助成 等関係情報であって規則 
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 する事務であって規則 で定めるもの 

 で定めるもの  

12 市長 障害者の日常生活及び 障害者関係情報であって 

 社会生活を総合的に支

援するための法律によ

る地域生活支援事業と

して行う地域生活支援

給付サービスの給付に

関する事務であって規

則で定めるもの 

規則で定めるもの 

生活保護関係情報であっ 

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって 

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付

等関係情報であって規則

で定めるもの 

介護保険給付等関係情報

であって規則で定めるも 

  の 

13 市長 軽度・中等度難聴児に

対する補聴器の購入費

の助成に関する事務で

あって規則で定めるも

の 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

14 市長 小児慢性特定疾病児童

等に対する日常生活用

具の給付に関する事務

であって規則で定める

もの 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付

等関係情報であって規則

で定めるもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議 案 説 明 

独自利用事務及び同事務における特定個人情報の利用範囲を定める

ほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするもので

あります。 
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議案第３５号  

   千葉市国民健康保険条例の一部改正について  

 千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。  

  平成２８年２月２２日提出  

千葉市長 熊 谷 俊 人  

千葉市条例第  号  

   千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 千葉市国民健康保険条例（昭和６１年千葉市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。  

第１７条中「第４条第２項第７号」を「第４条第２項第６号」に改め

る。  

第１７条の１０中「第４条第３項第７号」を「第４条第３項第６号」

に改める。  

第２６条第１項中「第４条第２項第７号」を「第４条第２項第６号」

に改め、同項第２号中「２６０，０００円」を「２６５，０００円」に

改め、同項第３号中「４７０，０００円」を「４８０，０００円」に改

め、同条第３項中「第４条第２項第７号」を「第４条第２項第６号」に、

「第４条第３項第７号」を「第４条第３項第６号」に改め、同条第４項

中「第４条第２項第７号」を「第４条第２項第６号」に改める。  

附則第１２項中「第４条第２項第７号」を「第４条第２項第６号」に

改める。  

附則第１３項中「第４条第２項第７号」を「第４条第２項第６号」に、

「第４条第３項第７号」を「第４条第３項第６号」に改める。  

附則第１４項中「第４条第２項第７号」を「第４条第２項第６号」に

改める。  

   附 則  

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第１７条

及び第１７条の１０の改正規定、第２６条第１項の改正規定（「第４

条第２項第７号」を「第４条第２項第６号」に改める部分に限る。）

並びに同条第３項及び第４項並びに附則第１２項から第１４項までの
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改正規定は、公布の日から施行する。  

２ この条例による改正後の第２６条第１項第２号及び第３号の規定は、

平成２８年度以後の年度に係る保険料について適用し、平成２７年度

以前の年度に係る保険料については、なお従前の例による。  

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

議 案 説 明  

  国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者に対する保険料

軽減措置を拡大するため、条例の一部を改正しようとするものであり

ます。  
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議案第３６号 

千葉市障害者施策推進協議会条例の一部改正について 

千葉市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例 

 千葉市障害者施策推進協議会条例（平成４年千葉市条例第１４号）の

一部を次のように改正する。 

 第７条を第９条とし、第６条の次に次の２条を加える。 

（関係者の出席等） 

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第８条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年

法律第６５号）第１７条第１項の障害者差別解消支援地域協議会とし

て、協議会に障害者差別解消支援部会（以下「部会」という。）を置

く。 

２ 部会は、会長が指名する委員で組織する。 

３ 部会に部会長を置く。 

４ 部会長は、部会に属する委員の互選により定める。 

５ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

６ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長が

あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

７ 前３条の規定は、部会について準用する。この場合において、第５

条第１項中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは

「部会長」と、同条第２項中「協議会」とあるのは「部会」と、「委

員」とあるのは「部会に属する委員」と、同条第３項、第６条第１項

及び前条中「協議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。 

８ 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の
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議決とすることができる。 

   附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定に伴い、障

害者施策推進協議会に、新たに障害者差別解消支援部会を設けるため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３７号 

千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例及び千葉市指定通所支援の事業等の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例及び千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例及び千葉市指定通所支援の事業等の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正） 

第１条 千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６８号）の一部を

次のように改正する。 

目次中「・第１５０条」を「―１５０条」に、「・第１６０条」を

「―第１６０条」に改める。 

第９６条中「第１１０条第１号において」を「以下」に改め、同条

第１号中「をいう。）」を「をいう。以下同じ。）」に、「指定通所

支援等基準条例第６０条の２の規定により基準該当児童発達支援」を

「第１４９条の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみな

すことができる通いサービス若しくは第１５９条の２の規定により基

準該当自立訓練（生活訓練）とみなすことができる通いサービス又は

指定通所支援等基準条例第６０条の２の規定により基準該当児童発達

支援」に改め、「又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第３４条に

規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令

（平成１５年厚生労働省令第１３２号。以下「特区省令」という。）
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第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービス」を削

り、同条第２号中「指定通所支援等基準条例第６０条の２の規定によ

り基準該当児童発達支援」を「第１４９条の２の規定により基準該当

自立訓練（機能訓練）とみなすことができる通いサービス若しくは第

１５９条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなすこ

とができる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第６０条の２の

規定により基準該当児童発達支援」に改め、「又は特区省令第４条第

１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービス」を削り、「以

下」の次に「この号において」を加え、同条第３号中「いう。」の次

に「以下同じ。」を加え、同条第４号中「及びこの条」を「並びにこ

の条」に、「指定通所支援等基準条例第６０条の２の規定により基準

該当児童発達支援」を「第１４９条の２の規定により基準該当自立訓

練（機能訓練）とみなすことができる通いサービス若しくは第１５９

条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなすことがで

きる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第６０条の２の規定に

より基準該当児童発達支援」に改め、「又は特区省令第４条第１項の

規定により自立訓練とみなされる通いサービス」を削る。 

第１１０条第１号中「指定通所支援等基準条例第６０条の２の規定

により基準該当児童発達支援」を「第１４９条の２の規定により基準

該当自立訓練（機能訓練）とみなすことができる通いサービス若しく

は第１５９条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみな

すことができる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第６０条の

２の規定により基準該当児童発達支援」に改め、「又は特区省令第４

条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービス」を削り、

同条第２号中「通いサービスの利用定員」の次に「（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と第９６条の

規定により基準該当生活介護とみなすことができる通いサービス、第

１４９条の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなすこ

とができる通いサービス若しくは第１５９条の２の規定により基準該

当自立訓練（生活訓練）とみなすことができる通いサービス又は指定

通所支援等基準条例第６０条の２の規定により基準該当児童発達支援

48



とみなすことができる通いサービス若しくは指定通所支援等基準条例

第８０条において準用する指定通所支援等基準条例第６０条の２の規

定により基準該当放課後等デイサービスとみなすことができる通いサ

ービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限を

いう。）」を加える。 

第１４９条の次に次の１条を加える。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第１４９条の２ 次の各号に掲げる要件を満たした指定小規模多機能

型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が地

域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等により

自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定小

規模多機能型居宅介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護のうち

通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自

立訓練（機能訓練）と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能

型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練（機能訓練）事業所とみな

すことができる。この場合において、前条の規定は、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。 

（１）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定

により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなすことができる通い

サービス、第９６条の規定により基準該当生活介護とみなすこと

ができる通いサービス若しくは第１５９条の２の規定により基準

該当自立訓練（生活訓練）とみなすことができる通いサービス又

は指定通所支援等基準条例第６０条の２の規定により基準該当児

童発達支援とみなすことができる通いサービス若しくは指定通所

支援等基準条例第８０条において準用する指定通所支援等基準条

例第６０条の２の規定により基準該当放課後等デイサービスとみ

なすことができる通いサービスを利用するために当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数

の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。）を２９人

（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、
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１８人）以下とすること。 

（２）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利

用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービ

スの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練（機能訓

練）とみなすことができる通いサービス、第９６条の規定により

基準該当生活介護とみなすことができる通いサービス若しくは第

１５９条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみな

すことができる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第６０

条の２の規定により基準該当児童発達支援とみなすことができる

通いサービス若しくは指定通所支援等基準条例第８０条において

準用する指定通所支援等基準条例第６０条の２の規定により基準

該当放課後等デイサービスとみなすことができる通いサービスを

受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。

以下この号において同じ。）を登録定員の２分の１から１５人

（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所

等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、１２

人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

（３）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、

機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

（４）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービ

スの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定によ

り基準該当自立訓練（機能訓練）とみなすことができる通いサー

ビス、第９６条の規定により基準該当生活介護とみなすことがで

きる通いサービス若しくは第１５９条の２の規定により基準該当
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自立訓練（生活訓練）とみなすことができる通いサービス又は指

定通所支援等基準条例第６０条の２の規定により基準該当児童発

達支援とみなすことができる通いサービス若しくは指定通所支援

等基準条例第８０条において準用する指定通所支援等基準条例第

６０条の２の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなす

ことができる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計

数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第

８２条又は第１９１条に規定する基準を満たしていること。 

（５）この条の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなすこ

とができる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービス

を提供するため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係

施設から必要な技術的支援を受けていること。 

  第１５９条の次に次の１条を加える。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第１５９条の２ 次の各号に掲げる要件を満たした指定小規模多機能

型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が地

域において自立訓練（生活訓練）が提供されていないこと等により

自立訓練（生活訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定小

規模多機能型居宅介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護のうち

通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自

立訓練（生活訓練）と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能

型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練（生活訓練）事業所とみな

すことができる。この場合において、前条の規定は、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。 

（１）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定

により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなすことができる通い

サービス、第９６条の規定により基準該当生活介護とみなすこと

ができる通いサービス若しくは第１４９条の２の規定により基準

該当自立訓練（機能訓練）とみなすことができる通いサービス又

は指定通所支援等基準条例第６０条の２の規定により基準該当児

51



童発達支援とみなすことができる通いサービス若しくは指定通所

支援等基準条例第８０条において準用する指定通所支援等基準条

例第６０条の２の規定により基準該当放課後等デイサービスとみ

なすことができる通いサービスを利用するために当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数

の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。）を２９人

（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、

１８人）以下とすること。 

（２）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利

用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービ

スの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練（生活訓

練）とみなすことができる通いサービス、第９６条の規定により

基準該当生活介護とみなすことができる通いサービス若しくは第

１４９条の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみな

すことができる通いサービス又は指定通所支援等基準条例第６０

条の２の規定により基準該当児童発達支援とみなすことができる

通いサービス若しくは指定通所支援等基準条例第８０条において

準用する指定通所支援等基準条例第６０条の２の規定により基準

該当放課後等デイサービスとみなすことができる通いサービスを

受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をいう。

以下この号において同じ。）を登録定員の２分の１から１５人

（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所

等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、１２

人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

（３）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、
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機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

（４）当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービ

スの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定によ

り基準該当自立訓練（生活訓練）とみなすことができる通いサー

ビス、第９６条の規定により基準該当生活介護とみなすことがで

きる通いサービス若しくは第１４９条の２の規定により基準該当

自立訓練（機能訓練）とみなすことができる通いサービス又は指

定通所支援等基準条例第６０条の２の規定により基準該当児童発

達支援とみなすことができる通いサービス若しくは指定通所支援

等基準条例第８０条において準用する指定通所支援等基準条例第

６０条の２の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなす

ことができる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計

数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第

８２条又は第１９１条に規定する基準を満たしていること。 

（５）この条の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなすこ

とができる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービス

を提供するため、指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係

施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第２条 千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第６０条の２第１号中「この条の規定により基準該当児童発達支 

援」を「指定障害福祉サービス等基準条例第１４９条の２の規定によ

り基準該当自立訓練（機能訓練）とみなすことができる通いサービス

若しくは指定障害福祉サービス等基準条例第１５９条の２の規定によ

り基準該当自立訓練（生活訓練）とみなすことができる通いサービス

又はこの条の規定により基準該当児童発達支援」に改め、「又は厚生

労働省関係構造改革特別区域法第３４条に規定する政令等規制事業に
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係る省令の特例に関する措置を定める省令（平成１５年厚生労働省令

第１３２号。以下「特区省令」という。）第４条第１項の規定により

自立訓練とみなされる通いサービス」を削り、同条第２号中「この条

の規定により基準該当児童発達支援」を「指定障害福祉サービス等基

準条例第１４９条の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）と

みなすことができる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基

準条例第１５９条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）と

みなすことができる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児

童発達支援」に改め、「又は特区省令第４条第１項の規定により自立

訓練とみなされる通いサービス」を削り、同条第４号中「利用者数及

び」を「利用者数並びに」に、「この条の規定により基準該当児童発

達支援」を「指定障害福祉サービス等基準条例第１４９条の２の規定

により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなすことができる通いサー

ビス若しくは指定障害福祉サービス等基準条例第１５９条の２の規定

により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなすことができる通いサー

ビス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援」に改め、「又は

特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービ

ス」を削る。 

   附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部改正に伴い、小規模多機能型居宅介護事業所等が障害者に

提供する通いサービスを基準該当自立訓練とみなすこととするほか、

所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするものでありま

す。 
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議案第３８号 

千葉市火災予防条例の一部改正について 

千葉市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市火災予防条例の一部を改正する条例 

 千葉市火災予防条例（昭和３７年千葉市条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１ 
種類   離隔距離（ cm）  

 入力  上方  側方  前方  後方  備考  

炉  開放炉  使用温度が800℃以上の

もの  

―  250 200 300 200  

使用温度が300℃以上 800 

℃未満のもの  

―  150 150 200 150 

使用温度が300℃未満の

もの  

―  100 100 100 100 

開放炉以外  使用温度が800℃以上の

もの  

―  250 200 300 200 

使用温度が300℃以上 800 

℃未満のもの  

―  150 100 200 100 

使用温度が300℃未満の

もの  

―  100 50 100 50 

ふろ

がま  

気体

燃料  

不燃

以外  

半密閉

式  

浴室内

設置  

外がまでバーナー取出口

のないもの  

21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては 42kW以下）  

―  15 

注  

15 15 注：浴槽と

の離隔距

離 は 0 c m

と す る

が、合成

樹脂浴槽

（ポリプ

ロピレン

浴槽等）

の場合は

2 c mと す

る。  

内がま  21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては 42kW以下）  

―  ―  60 ―  

浴室外

設置  

外がまでバーナー取出口

のないもの  

21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ー が 70kW 以 下 で あ っ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが 21kW以下）  

―  15 15 15 

外がまでバーナー取出口

のあるもの  

21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ー が 70kW 以 下 で あ っ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが 21kW以下）  

―  15 60 15 

内がま  21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ー が 70kW 以 下 で あ っ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが 21kW以下）  

―  15 60 ―  

密閉式  21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ー が 70kW 以 下 で あ っ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが 21kW以下）  

―  2 

注  

2 2 

屋外用  21kW以下（ふろ用以外  60 15 15 15 
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  のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ー が 70kW 以 下 で あ っ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが 21kW以下）  

    

不燃  半密閉

式  

浴室内

設置  

外がまでバーナー取出口

のないもの  

21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては 42kW以下）  

―  4.5 

注  

―  4.5 

内がま  21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては 42kW以下）  

―  ―  ―  ―  

浴室外

設置  

外がまでバーナー取出口

のないもの  

21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ー が 70kW 以 下 で あ っ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが 21kW以下）  

―  4.5 ―  4.5 

外がまでバーナー取出口

のあるもの  

21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ー が 70kW 以 下 で あ っ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが 21kW以下）  

―  4.5 ―  4.5 

内がま  21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ー が 70kW 以 下 で あ っ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが 21kW以下）  

―  ―  ―  ―  

密閉式  21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ー が 70kW 以 下 で あ っ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが 21kW以下）  

―  2 

注  

―  2 

屋外用  21kW以下（ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ー が 70kW 以 下 で あ っ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが 21kW以下）  

30 4.5 ―  4.5 

液体

燃料  

不燃以外  39kW以下  60 15 15 15 

不燃  39kW以下  50 5 ―  5 

上記に分類されないもの  ―  60 15 60 15 

温風

暖房

機  

気体

燃料  

不燃

以外  

・不

燃  

半密閉

式・密

閉式  

バーナ

ーが隠

蔽  

強制対流型  19kW以下  4.5 4.5 60 4.5 注１：風道

を使用す

るものに

あっては

15cmと す

る。  

注２：ダク

ト接続型

以外の場

合にあっ

ては 100 

cm と  す  

る。  

液体

燃料  

不燃

以外  

半密閉式  強制対

流型  

温風 を前 方 向に

吹き 出す も の・  

26kW以下  100 15 150 15 

26kWを超え 70kW以下  100 15 100 

注１  

15 

温風 を全 周 方向

に吹 き出 す もの  

26kW以下  100 150 150 150 

強制 排気 型 ・・  26kW以下  60 10 100 10 

密閉式  強制 給排 気 型・  26kW以下  60 10 100 10 

不燃  半密閉式  強制対

流型  

温風 を前 方 向に

吹き 出す も の・  

70kW以下  80 5 ―  5 

温風 を全 周 方向

に吹 き出 す もの  

26kW以下  80 150 ―  150 

強制 排気 型 ・・  26kW以下  50 5 ―  5 

密閉式  強制 給排 気 型・  26kW以下  50 5 ―  5 

上記に分類されないもの  ―  100 60 60 

注２  

60 

厨房

設備  

気体

燃料  

不燃

以外  

開放式  組込型こんろ・グリル付

こんろ・グリドル付こん

ろ、キャビネット型こん

ろ・グリル付こんろ・グ

リドル付こんろ  

14kW以下  100 15 

注  

15 15 

注  

注：機器本

体上方の

側方又は

後方の離

隔距離を

示す。  据置型レンジ  21kW以下  100 15 

注  

15 15 

注  

不燃  開放式  組込型こんろ・グリル付

こんろ・グリドル付こん

ろ、キャビネット型こん

ろ・グリル付こんろ・グ  

14kW以下  80 0 ―  0 
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リドル付こんろ       

据置型レンジ  21kW以下  80 0 ―  0 

上記に分類されないもの  使用温度が800℃以上の

もの  

―  250 200 300 200 

使用温度が300℃以上 800 

℃未満のもの  

―  150 100 200 100 

使用温度が300℃未満の

もの  

―  100 50 100 50 

ボイ

ラー  

気体

燃料  

不燃

以外  

開放式  フードを付けない場合  7kW以下  40 4.5 4.5 4.5  

フードを付ける場合  7kW以下  15 4.5 4.5 4.5 

半密閉式  12kWを超え 42kW以下  ―  15 15 15 

12kW以下  ―  4.5 4.5 4.5 

密閉式  42kW以下  4.5 4.5 4.5 4.5 

屋外用  フードを付けない場合  42kW以下  60 15 15 15 

フードを付ける場合  42kW以下  15 15 15 15 

不燃  開放式  フードを付けない場合  7kW以下  30 4.5 ―  4.5 

フードを付ける場合  7kW以下  10 4.5 ―  4.5 

半密閉式  42kW以下  ―  4.5 ―  4.5 

密閉式  42kW以下  4.5 4.5 ―  4.5 

屋外用  フードを付けない場合  42kW以下  30 4.5 ―  4.5 

フードを付ける場合  42kW以下  10 4.5 ―  4.5 

液体

燃料  

不燃以外  12kWを超え 70kW以下  60 15 15 15 

12kW以下  40 4.5 15 4.5 

不燃  12kWを超え 70kW以下  50 5 ―  5 

12kW以下  20 1.5 ―  1.5 

上記に分類されないもの  23kWを超える  120 45 150 45 

23kW以下  120 30 100 30 

スト

ーブ  

気体

燃料  

不燃

以外  

開放式  バ ー ナ ー が 露

出  

壁掛 け型 、 つり

下げ 型・ ・ ・・  

7kW以下  30 60 100 4.5 注：熱対流

方向が一

方向に集

中する場

合にあっ

ては 60cm

とする。  

半密閉

式・密

閉式  

バーナ

ーが隠

蔽  

自然対流型  19kW以下  60 4.5 4.5 

注  

4.5 

不燃  開放式  バ ー ナ ー が 露

出  

壁掛 け型 、 つり

下げ 型・ ・ ・・  

7kW以下  15 15 80 4.5 

半密閉

式・密

閉式  

バーナ

ーが隠

蔽  

自然対流型  19kW以下  60 4.5 4.5 

注  

4.5 

液体

燃料  

不燃

以外  

半密閉式  自然対

流型  

機器 の全 周 から

熱を 放散 す るも

の  

39kW以下  150 100 100 100 

機器 の上 方 又は

前方 に熱 を 放散

する もの ・ ・・  

39kW以下  150 15 100 15 

不燃  半密閉式  自然対

流型  

機器 の全 周 から

熱を 放散 す るも

の  

39kW以下  120 100 ―  100 

機器 の上 方 又は

前方 に熱 を 放散

する もの ・ ・・  

39kW以下  120 5 ―  5 

上記に分類されないもの  ―  150 100 150 100 

乾燥

設備  

気体

燃料  

不燃

以外  

開放式  衣類乾燥機  5.8kW以下  15 4.5 4.5 4.5  

不燃  開放式  衣類乾燥機  5.8kW以下  15 4.5 ―  4.5 

上記に分類されないもの  内部容積が 1立方メート

ル以上のもの  

―  100 50 100 50 

内部容積が 1立方メート

ル未満のもの  

―  50 30 50 30 

簡易

湯沸

設備  

気体

燃料  

不燃

以外  

開放式  常圧貯

蔵型  

フードを付けない場合  7kW以下  40 4.5 4.5 4.5  

フードを付ける場合  7kW以下  15 4.5 4.5 4.5 

瞬間型  フードを付けない場合  12kW以下  40 4.5 4.5 4.5 

フードを付ける場合  12kW以下  15 4.5 4.5 4.5 

半密閉式  12kW以下  ―  4.5 4.5 4.5 

密閉式  常圧貯蔵型  12kW以下  4.5 4.5 4.5 4.5 

瞬間型  調理台型  12kW以下  ―  0 ―  0 

壁掛け型、据置型  12kW以下  4.5 4.5 4.5 4.5 

屋外用  フードを付けない場合  12kW以下  60 15 15 15 

フードを付ける場合  12kW以下  15 15 15 15 

不燃  開放式  常圧貯

蔵型  

フードを付けない場合  7kW以下  30 4.5 ―  4.5 

フードを付ける場合  7kW以下  10 4.5 ―  4.5 

瞬間型  フードを付けない場合  12kW以下  30 4.5 ―  4.5 

フードを付ける場合  12kW以下  10 4.5 ―  4.5 

半密閉式  12kW以下  ―  4.5 ―  4.5 
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密閉式  常圧貯蔵型  12kW以下  4.5 4.5 ―  4.5 

瞬間型  調理台型  12kW以下  ―  0 ―  0 

壁掛け型、据置型  12kW以下  4.5 4.5 ―  4.5 

屋外用  フードを付けない場合  12kW以下  30 4.5 ―  4.5 

フードを付ける場合  12kW以下  10 4.5 ―  4.5 

液体

燃料  

不燃以外  12kW以下  40 4.5 15 4.5 

不燃  12kW以下  20 1.5 ―  1.5 

給湯

湯沸

設備  

気体

燃料  

不燃

以外  

半密閉

式  

常圧貯蔵型  12kWを超え 42kW以下  ―  15 15 15  

瞬間型  12kWを超え 70kW以下  ―  15 15 15 

密閉式  常圧貯蔵型  12kWを超え 42kW以下  4.5 4.5 4.5 4.5 

瞬間型  調理台型  12kWを超え 70kW以下  ―  0 ―  0 

壁掛け型、据置型  12kWを超え 70kW以下  4.5 4.5 4.5 4.5 

屋外用  常圧貯

蔵型  

フードを付けない場合  12kWを超え 42kW以下  60 15 15 15 

フードを付ける場合  12kWを超え 42kW以下  15 15 15 15 

瞬間型  フードを付けない場合  12kWを超え 70kW以下  60 15 15 15 

フードを付ける場合  12kWを超え 70kW以下  15 15 15 15 

不燃  半密閉

式  

常圧貯蔵型  12kWを超え 42kW以下  ―  4.5 ―  4.5 

瞬間型  12kWを超え 70kW以下  ―  4.5 ―  4.5 

密閉式  

 

 

常圧貯蔵型  12kWを超え 42kW以下  4.5 4.5 ―  4.5 

瞬間型  調理台型  12kWを超え 70kW以下  ―  0 ―  0 

壁掛け型、据置型  12kWを超え 70kW以下  4.5 4.5 ―  4.5 

屋外用  常圧貯

蔵型  

フードを付けない場合  12kWを超え 42kW以下  30 4.5 ―  4.5 

フードを付ける場合  12kWを超え 42kW以下  10 4.5 ―  4.5 

瞬間型  フードを付けない場合  12kWを超え 70kW以下  30 4.5 ―  4.5 

フードを付ける場合  12kWを超え 70kW以下  10 4.5 ―  4.5 

液体

燃料  

不燃以外  12kWを超え 70kW以下  60 15 15 15 

不燃  12kWを超え 70kW以下  50 5 ―  5 

上記に分類されないもの  ―  60 15 60 15 

移動

式ス

トー

ブ  

気体

燃料  

不燃

以外  

開放式  バーナ

ーが露

出  

前方放射型  7kW以下  100 30 100 4.5 注１：熱対

流方向が

一方向に

集中する

場合にあ

っては60 

cm と  す

る。  

注２：方向

性を有す

るものに

あっては

1 0 0 c mと

する。  

全周放射型  7kW以下  100 100 100 100 

バーナ

ーが隠

蔽  

自然対流型  7kW以下  100 4.5 4.5 

注１  

4.5 

強制対流型  7kW以下  4.5 4.5 60 4.5 

不燃  開放式  バーナ

ーが露

出  

前方放射型  7kW以下  80 15 80 4.5 

全周放射型  7kW以下  80 80 80 80 

バーナ

ーが隠

蔽  

自然対流型  7kW以下  80 4.5 4.5 

注１  

4.5 

強制対流型  7kW以下  4.5 4.5 60 4.5 

液体

燃料  

不燃

以外  

開放式  放射型  7kW以下  100 50 100 20 

自然対流型  7kWを超え 12kW以下  150 100 100 100 

7kW以下  100 50 50 50 

強制対

流型  

温風 を前 方 向に

吹き 出す も の・  

12kW以下  100 15 100 15 

温風 を全 周 方向

に吹 き出 す もの  

7kWを超え 12kW以下  100 150 150 150 

7kW以下  100 100 100 100 

不燃  開放式  放射型  7kW以下  80 30 ―  5 

自然対流型  7kWを超え 12kW以下  120 100 ―  100 

7kW以下  80 30 ―  30 

強制対

流型  

温風 を前 方 向に

吹き 出す も の・  

12kW以下  80 5 ―  5 

温風 を全 周 方向

に吹 き出 す もの  

7kWを超え 12kW以下  80 150 ―  150 

7kW以下  80 100 ―  100 

固体燃料  ―  100 50 

注２  

50 

注２  

50 

注２  

調理

用器

具  

気体

燃料  

不燃

以外  

開放式  バ ー ナ ー が 露

出  

卓上型こんろ（ 1

口）  

5.8kW以下  100 15 15 15 注：機器本

体上方の  

 側方又は

後方の離

隔距離を

示す。  

卓上型こんろ（ 2

口以 上） ・ グリ

ル付 こん ろ ・グ

リド ル付 こ んろ  

14kW以下  100 15 

注  

15 15 

注  

バーナ

ーが隠

蔽  

加熱部

が開放  

卓上型グリル  7kW以下  100 15 15 15 

加熱部

が隠蔽  

卓上 型オ ー ブン  

・グ リル （ フー

ドを 付け な い場

合）  

7kW以下  50 4.5 4.5 4.5 

卓上 型オ ー ブン  

・グ リル （ フー

ド を 付 け る 場

合）  

7kW以下  15 4.5 4.5 4.5 
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炊飯 器（ 炊 飯容

量 4 リ ッ ト ル 以

下）  

4.7kW以下  30 10 10 10  

圧力 調理 器 （内

容積 10リ ッ トル

以下）  

―  30 10 10 10  

不燃  開放式  バ ー ナ ー が 露

出  

卓上型こんろ（ 1

口）  

5.8kW以下  80 0 ―  0  

卓上型こんろ（ 2 14kW以下  80 0 ―  0  
 口以 上） ・ グリ

ル付 こん ろ ・グ

リド ル付 こ んろ  

      

バーナ

ーが隠

蔽  

加熱部

が開放  

卓上型グリル  7kW以下  80 0 ―  0  

加熱部

が隠蔽  

卓上 型オ ー ブン  

・グ リル （ フー

ドを 付け な い場

合）  

7kW以下  30 4.5 ―  4.5  

卓上 型オ ー ブン  

・グ リル （ フー

ド を 付 け る 場

合）  

7kW以下  10 4.5 ―  4.5  

炊飯 器（ 炊 飯容

量 4 リ ッ ト ル 以

下）  

4.7kW以下  15 4.5 ―  4.5  

圧力 調理 器 （内

容積 10リ ッ トル

以下）  

―  15 4.5 ―  4.5  

移動

式こ

んろ  

液体

燃料  

不燃以外  6kW以下  100 15 15 15  

不燃  6kW以下  80 0 ―  0 

固体燃料  ―  100 30 30 30 

電気

温風

機  

電気  不燃以外  2kW以下  4.5 

注  

4.5 

注  

4.5 

注  

4.5 

注  

注：温風の

吹出方向

にあって

は 60cmと

する。  

不燃  2kW以下  0 

注  

0 

注  

―  

注  

0 

注  

電気

調理

用機

器  

電気  不燃以外  電 気 こ ん ろ 、

電 気 レ ン ジ 、

電 磁 誘 導 加 熱

式 調 理 器 （ こ

ん ろ 形 態 の も

のに限る。）  

こん ろ部 分 の全

部又 は一 部 が電

磁誘 導加 熱 式調

理器 でな い もの  

4.8kW以下（ 1口当たり

2kWを超え 3kW以下）  

100 2 2 2 注１：機器

本体上方

の側方又

は後方の

離隔距離

（こんろ

部分が電

磁誘導加

熱式調理

器でない

場合にお

ける発熱

体の外周

からの距

離）を示

す。  

注２：機器

本体上方

の側方又

は後方の

離隔距離

（こんろ

部分が電

磁誘導加

熱式調理

器の場合

における

発熱体の

外周から

の距離）

を示す。  

―  20 

注１  

―  20 

注１  

―  10 

注２  

―  10 

注２  

4.8kW以下（ 1口当たり

1kWを超え 2kW以下）  

100 2 2 2 

―  15 

注 1 

―  15 

注 1 

―  10 

注２  

―  10 

注２  

4.8kW以下（ 1口当たり

1kW以下）  

100 2 2 2 

―  10 

注１  

注２  

―  10 

注１  

注２  

こん ろ部 分 の全

部が 電磁 誘 導加

熱式 調理 器 のも

の  

5.8kW以下（ 1口当たり

3.3kW以下）  

100 2 2 2 

―  10 

注２  

―  10 

注２  

不燃  電 気 こ ん ろ 、

電 気 レ ン ジ 、

電 磁 誘 導 加 熱

式 調 理 器 （ こ

ん ろ 形 態 の も

のに限る。）  

こん ろ部 分 の全

部又 は一 部 が電

磁誘 導加 熱 式調

理器でないもの  

4.8kW以下（ 1口当たり

3kW以下）  

80 0 ―  0 

―  0 

注１  

注２  

―  0 

注１  

注２  

こん ろ部 分 の全

部が 電磁 誘 導加

熱式 調理 器 のも

の  

5.8kW以下（ 1口当たり

3.3kW以下）  

80 0 ―  0 

―  0 

注２  

―  0 

注２  

電気

天火  

電気  不燃以外  2kW以下  10 4.5 

注  

4.5 

注  

4.5 

注  

注：排気口

面にあっ

ては 10cm

とする。  
不燃  2kW以下  10 4.5 

注  

―  4.5 

注  

電子

レン

ジ  

電気  不燃以外  電熱装置を有するもの  2kW以下  10 4.5 

注  

4.5 

注  

4.5 

注  

注：排気口

面にあっ

ては 10cm不燃  電熱装置を有するもの  2kW以下  10 4.5 ―  4.5 
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注  注  とする。  

電気

スト

ーブ  

電気  不燃以外  前方放射型（壁取付式及び天井

取付式のものを除く。）・・・  

2kW以下  100 30 100 4.5  

全周放射型（壁取付式及び天井

取付式のものを除く。）・・・  

2kW以下  100 100 100 100 

自然対流型（壁取付式及び天井

取付式のものを除く。）・・・  

2kW以下  100 4.5 4.5 4.5 

不燃  前方放射型（壁取付式及び天井  2kW以下  80 15 ―  4.5 

取付式のものを除く。）・・・       

全周放射型（壁取付式及び天井

取付式のものを除く。）・・・  

2kW以下  80 80 ―  80 

自然対流型（壁取付式及び天井  2kW以下  80 0 ―  0 
   取付式のものを除く。）・・・        

電気

乾燥

器  

電気  不燃以外  食器乾燥器  1kW以下  4.5 4.5 4.5 4.5  

不燃  食器乾燥器  1kW以下  0 0 ―  0 

電気

乾燥

機  

電気  不燃以外  衣類乾燥機、食器乾燥機、食器

洗い乾燥機  

3kW以下  4.5 4.5 4.5 4.5 注１：前面

に排気口

を有する

機器にあ

っては 0 

cm と す

る。  

注２：排気

口面にあ

っ て は 

4 . 5 c mと 

する。  

不燃  衣類乾燥機、食器乾燥機、食器

洗い乾燥機  

3kW以下  4.5 

注１  

0 

注２  

―  

注２  

0 

注２  

電気

温水

器  

電気  不燃以外  温度過昇防止装置を有するもの  10kW以下  4.5 0 0 0  

不燃  温度過昇防止装置を有するもの  10kW以下  0 0 ―  0 

備考  

１  「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料

を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。  

２  「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに

類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。  

３  「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防

熱板までの距離をいう。  

   附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱

いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、

ガスグリドル付こんろ等に係る離隔距離を定めるため、条例の一部を

改正しようとするものであります。 
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議案第３９号 

千葉市消防関係手数料条例の一部改正について 

千葉市消防関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市消防関係手数料条例の一部を改正する条例 

千葉市消防関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

第３条に次のただし書を加える。 

ただし、納入通知書により徴収する場合は、この限りでない。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

納入通知書により手数料を徴収する場合の徴収時期を定めるため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４０号  

   千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について  

 千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。  

  平成２８年２月２２日提出  

千葉市長 熊 谷 俊 人  

千葉市条例第  号  

   千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

 千葉市病院事業の設置等に関する条例（昭和４３年千葉市条例第１２

号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１項の表千葉市立海浜病院の項中「糖尿病・代謝内科」を

「糖尿病・代謝内科 内分泌内科」に、「整形外科」を「整形外科 形

成外科」に改める。  

   附 則  

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

議 案 説 明  

  海浜病院の診療科目を追加するため、条例の一部を改正しようとす

るものであります。  
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議案第４１号 

千葉市区の設置等に関する条例の一部改正について 

 千葉市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

千葉市区の設置等に関する条例（平成３年千葉市条例第４８号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「及び所管区域」を「、所管区域及び分掌する事務」に改め

る。 

第３条の次に次の１条を加える。 

 （事務分掌） 

第４条 区の事務所が分掌する事務は、次のとおりとする。 

（１）区の活性化及び区における課題の解決に関する事項 

（２）区民に身近な行政サービスに関する事項 

２ 前項に定めるもののほか、区の事務所が分掌する事務に関し必要な

事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

地方自治法の一部改正に伴い、区の事務所が分掌する事務を定める

ため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４２号 

千葉市暴力団排除条例の一部改正について 

 千葉市暴力団排除条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市暴力団排除条例の一部を改正する条例 

千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）の一部を次

のように改正する。 

 第１６条第２項中「同条第１１項」の次に「に規定する特定遊興飲食

店営業、同条第１３項」を加え、「日出時」を「午前６時」に、「第２

条第１１項第１号」を「第２条第１３項第１号」に、「又は同項第２

号」を「、同項第２号」に改め、「店舗型性風俗特殊営業」の次に「又

は同項第３号に掲げる特定遊興飲食店営業」を加える。 

附 則 

この条例は、平成２８年６月２３日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴

い、規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものであ

ります。 
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議案第４３号 

千葉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定に

ついて 

 千葉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例を次のとおり

制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、消費者安全法（平成２１年法律第５０号。以下

「法」という。）第１０条の２第１項の規定に基づき、消費生活セン

ターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定め

るものとする。 

（名称及び位置） 

第２条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

千葉市消費生活センター 千葉市中央区弁天１丁目２５番１号 

 （消費生活相談の事務を行う日及び時間） 

第３条 法第８条第２項第１号及び第２号に掲げる事務を行う日及び時

間は、規則で定める。 

（所長その他職員） 

第４条 消費生活センターに所長その他必要な職員を置く。 

（試験に合格した消費生活相談員の配置） 

第５条 消費生活センターに、法第１０条の３第１項に規定する消費生

活相談員資格試験に合格した者（不当景品類及び不当表示防止法等の

一部を改正する等の法律（平成２６年法律第７１号）附則第３条第１

項又は第２項の規定により合格した者とみなされた者を含む。）を消

費生活相談員として置く。 

（消費生活相談員の人材及び処遇の確保） 

第６条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及
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び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実

証を行った結果、適当と認めるときは同一の者を再度任用することが

できることとすることその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な

人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずることとする。 

（消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修） 

第７条 市長は、消費生活センターにおいて法第８条第２項各号に掲げ

る事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を

確保するものとする。 

（消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理） 

第８条 市長は、法第８条第２項各号に掲げる事務の実施により得られ

た情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理

のために必要な措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

消費者安全法の一部改正に伴い、消費生活センターの組織及び運営

等に関する事項を定めるため、条例を制定しようとするものでありま

す。 
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議案第４４号  

   千葉市が千葉県信用保証協会に対し交付する損失てん補金に係る

回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の制定について  

 千葉市が千葉県信用保証協会に対し交付する損失てん補金に係る回収

納付金を受け取る権利の放棄に関する条例を次のとおり制定するものと

する。  

  平成２８年２月２２日提出  

千葉市長 熊 谷 俊 人  

千葉市条例第  号  

   千葉市が千葉県信用保証協会に対し交付する損失てん補金に係る

回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例  

（目的）  

第１条  この条例は、千葉県信用保証協会（以下「保証協会」とい

う。）が中小企業者に対する求償権を行使して回収金を取得した場合

に生じる市に納付すべき納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を

定めることにより、中小企業者の事業の再生の促進を図り、もって地

域経済の振興に資することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

（１）中小企業者 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）

第２条第１項各号に掲げる者であって、市内に店舗、事務所、工場、

事業所等を有するものをいう。  

（２）求償権 保証協会が、信用保証協会法（昭和２８年法律第１９６

号）第８条第１項に規定する業務方法書に従い中小企業者に対する

融資に係る債務の保証をした場合において、当該保証に係る債務

（以下「保証債務」という。）を履行することにより取得する中小

企業者に対する債権をいう。  

（３）求償権の放棄等 保証協会が求償権を放棄すること、又は求償権

をその金額に満たない額で第三者に譲渡することをいう。  

（４）損失てん補契約 市と保証協会との間の契約であって、保証協会
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が保証債務を履行した際に生じた損失に対して市が損失てん補金を

交付することを定めたものをいう。  

（５）回収納付金 保証協会が、損失てん補契約の対象となる保証債務

に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合におい

て、当該回収金のうち市に納付しなければならないものをいう。  

（回収納付金を受け取る権利の放棄）  

第３条 保証協会は、損失てん補契約の対象となる保証債務に係る求償

権の放棄等を行おうとする場合には、あらかじめ、市長に申し出なけ

ればならない。  

２ 前項の規定による申出があった場合において、市長は、当該申出に

係る求償権の放棄等が、次に掲げる計画のいずれかに基づくものであ

って、かつ、当該申出に係る求償権の債務者である中小企業者の事業

の再生に資すると認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け

取る権利を放棄することができる。  

（１）産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第１２８条第１項

に規定する中小企業再生支援協議会が同条第５項の規定により決定

した事項等に従い同法第１２７条第２項に規定する認定支援機関が

行う同項第１号に規定する指導又は助言に基づき策定された再生に

関する計画  

（２）独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下この号において「中小

機構」という。）が産業競争力強化法第１３３条第１号の規定によ

り出資を行った投資事業有限責任組合（投資事業有限責任組合契約

に関する法律（平成１０年法律第９０号）第２条第２項に規定する

投資事業有限責任組合をいう。）の支援に基づき策定された再生に

関する計画又は産業競争力強化法第１３３条第２号の規定により中

小機構が行う同法第１２７条第２項第１号に規定する指導若しくは

助言に基づき策定された再生に関する計画  

（３）株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援

機構法（平成２１年法律第６３号）第２５条第４項の規定により再

生支援決定を行った事業者に係る再生に関する計画  

（４）前３号に掲げるもののほか、中小企業者の事業の再生を図るため
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の計画であって規則で定めるもの  

（意見聴取）  

第４条 市長は、前条第２項の規定により回収納付金を受け取る権利を

放棄しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業の再生につ

いて専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。  

（報告）  

第５条 市長は、第３条第２項の規定により回収納付金を受け取る権利

を放棄したときは、議会に報告しなければならない。  

（委任）  

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

   附 則  

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

議 案 説 明  

  千葉県信用保証協会に対する回収納付金を受け取る権利を放棄する

ことができることとするため、条例を制定しようとするものでありま

す。  
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議案第４５号 

千葉市土の採取計画の認可に関する条例の制定について 

 千葉市土の採取計画の認可に関する条例を次のとおり制定するものと

する。 

  平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市土の採取計画の認可に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、土採取業について、土の採取に係る計画（以下

「採取計画」という。）の認可を行うことにより、土の採取に伴う災

害を防止し、もって市民の福祉の維持及び増進に資することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において「土の採取」とは、埋土又は盛土の用に供さ

れる土を採取することを主な目的として土地を掘削することであって、

当該土の搬出を伴うものをいう。 

２ この条例において「土採取業」とは、業として土の採取を行うこと

をいう。 

３ この条例において「土採取業者」とは、千葉県土採取条例（昭和

４９年千葉県条例第１号）第２条の２の登録を受けた者をいう。 

 （採取計画の認可等） 

第３条 土採取業者は、土の採取を行おうとするときは、当該土の採取

に係る土採取場ごとに採取計画を定め、市長の認可を受けなければな

らない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として土の採取を

行う場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合において、当該土採取業者は、当該非常災害が

やんだ後、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 

（採取計画に定めるべき事項） 

第４条 前条第１項本文の採取計画には、次の事項を定めなければなら

ない。 
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（１）土採取場の区域 

（２）採取する土の数量及びその採取の期間 

（３）土の採取の方法及び土の採取のための設備その他の施設に関する

事項 

（４）土の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項 

（５）前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

（認可の申請） 

第５条 第３条第１項本文の認可を受けようとする土採取業者は、次の

事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（２）千葉県土採取条例第２条の２の登録の年月日及び登録番号（同条

例第２条の４第１項の登録番号をいう。第１４条において同じ。） 

（３）採取計画 

２ 前項の申請書には、土採取場及びその周辺の状況を示す図面その他

規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。 

（認可の基準） 

第６条 市長は、第３条第１項本文の認可の申請があった場合において、

当該申請に係る採取計画に基づいて行う土の採取が他人に危害を及ぼ

し、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公

共の福祉に反すると認めるときは、同項本文の認可をしてはならない。 

（変更の認可等） 

第７条 第３条第１項本文の認可を受けた土採取業者は、当該認可に係

る採取計画を変更しようとするときは、市長の認可を受けなければな

らない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、こ

の限りでない。 

２ 第３条第１項本文の認可を受けた土採取業者は、前項ただし書の軽

微な変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

３ 第３条第１項本文の認可を受けた土採取業者は、第５条第１項第１

号又は第２号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長

に届け出なければならない。 
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４ 前条の規定は、第１項本文の規定による変更の認可について準用す

る。 

（認可の条件） 

第８条 第３条第１項本文の認可（前条第１項本文の規定による変更の

認可を含む。）には、条件を付することができる。 

２ 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小

限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課すること

となるものであってはならない。 

（遵守義務） 

第９条 第３条第１項本文の認可を受けた土採取業者は、当該認可に係

る採取計画（第７条第１項本文の規定による変更の認可又は同条第２

項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次条

において「認可採取計画」という。）に従って土の採取を行わなけれ

ばならない。 

（認可採取計画の変更命令） 

第１０条 市長は、認可採取計画に基づいて行われている土の採取が第

６条に規定する基準に該当することとなり、又は該当することとなる

おそれがあると認めるときは、その認可を受けた土採取業者に対し、

期限を定めて、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることがで

きる。 

（緊急措置命令等） 

第１１条 市長は、土の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要がある

と認めるときは、採取計画の認可を受けた土採取業者に対し、期限を

定めて、土の採取に伴う災害の防止のため必要な措置を執るべきこと、

又は土の採取を停止すべきことを命ずることができる。 

２ 市長は、土の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるとき

は、第３条第２項の規定による届出をした土採取業者に対し、期限を

定めて、土の採取に伴う災害の防止のため必要な措置を執るべきこと

を命ずることができる。 

３ 市長は、第３条第１項本文若しくは第２項又は第９条の規定に違反

した土採取業者に対し、期限を定めて、採取跡の埋戻しその他土の採
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取に伴う災害の防止のため必要な措置を執るべきことを命ずることが

できる。 

（完了及び廃止の届出等） 

第１２条 第３条第１項本文の認可を受けた土採取業者は、当該認可に

係る土の採取を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を市

長に届け出なければならない。 

２ 第３条第１項本文の認可を受けた土採取業者が当該認可に係る土の

採取を廃止したときは、当該認可は、その効力を失う。 

（認可の取消し等） 

第１３条 市長は、第３条第１項本文の認可を受けた土採取業者が次の

各号のいずれかに該当するときは、その認可を取り消すものとする。 

（１）千葉県土採取条例第２条の１０第１項の規定により千葉県知事が

土採取業者の登録を取り消したとき。 

（２）千葉県土採取条例第２条の１１の規定により千葉県知事が土採取

業者の登録を消除したとき。 

２ 市長は、第３条第１項本文の認可を受けた土採取業者が次の各号の

いずれかに該当するときは、その認可を取り消し、又は６月以内の期

間を定めてその認可に係る土の採取の停止を命ずることができる。 

（１）第８条第１項の規定により付した条件に違反したとき。 

（２）第９条の規定に違反したとき。 

（３）第１０条又は第１１条第１項の規定による命令に違反したとき。 

（４）不正の手段により第３条第１項本文の認可を受けたとき。 

（５）千葉県土採取条例第２条の１０第１項の規定により千葉県知事が

土採取業者にその事業の全部又は一部の停止を命じたとき。 

（標識の掲示） 

第１４条 第３条第１項本文の認可を受けた土採取業者は、当該認可に

係る土採取場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、氏名又

は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなけ

ればならない。 

（報告の徴収） 

第１５条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土採取業者
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に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

（立入検査等） 

第１６条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、

土採取業者の事務所、土採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、

当該土採取業者の業務に関し、帳簿、書類その他の物件を検査させ、

又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければ

ならない。 

（千葉県知事への通報） 

第１７条 市長は、市の区域において土採取業者が第３条第１項本文若

しくは第２項の規定に違反していると認めたとき、又は第１３条の規

定により認可を取り消したときは、その旨を千葉県知事に通報しなけ

ればならない。 

（聴聞の特例） 

第１８条 市長は、第１３条第２項の規定による命令をしようとすると

きは、千葉市行政手続条例（平成７年千葉市条例第４０号）第１３条

第１項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞

を行わなければならない。 

２ 第１３条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開

により行わなければならない。 

３ 前項の聴聞を主宰する者は、千葉市行政手続条例第１７条第１項の

規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加

することを求めたときは、これを許可しなければならない。 

（手数料） 

第１９条 第３条第１項本文の認可（第７条第１項本文の規定による変

更の認可を含む。）を受けようとする者は、千葉市証明等手数料条例

（昭和２２年千葉市条例第１５号）に定めるところにより、手数料を

納付しなければならない。 

（国等に対する適用） 

第２０条 この条例の規定は、前条及び第２３条から第２５条までの規
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定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合に

おいて、国又は地方公共団体と市長との協議が成立することをもって、

第３条第１項本文の認可又は第７条第１項本文の規定による変更の認

可があったものとみなす。 

（協力の要請） 

第２１条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、

関係行政機関の長に対して、協力を求めることができる。 

（委任） 

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第２３条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は

１０万円以下の罰金に処する。 

（１）第３条第１項本文又は第９条の規定に違反して土の採取を行った

者 

（２）第１１条第１項、第２項若しくは第３項又は第１３条第２項の規

定による命令に違反した者 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、３万円以下の罰金に処する。 

（１）第１５条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

（２）第１６条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答

弁をした者 

第２４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたとき

は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条各項の罰金刑

を科する。 

第２５条 次の各号のいずれかに該当する者は、１万円以下の過料に処

する。 

（１）第３条第２項、第７条第３項又は第１２条第１項の規定による届

出をせず、又は虚偽の届出をした者 

（２）第１４条の規定に違反した者 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年８月１日から施行する。ただし、次項及び

附則第５項の規定は、同年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行おうとす

る土の採取に係る第５条第１項の規定による第３条第１項本文の認可

の申請及び第７条第１項本文に規定する採取計画の変更の認可の申請

並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、

第５条第１項、第７条第１項本文及び第１９条の規定の例により行う

ことができる。 

 （経過措置） 

３ 施行日前に千葉県土採取条例の規定により千葉県知事その他の機関

が行った認可、命令その他の行為又はこれらの機関に対して行われた

申請その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、

この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

４ 施行日前に千葉県土採取条例の規定により千葉県知事その他の機関

に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、

施行日前にその手続がされていないものについては、これらをこの条

例の相当規定により市長に対して報告、届出、提出その他の手続をし

なければならない事項についてその手続がされていないものとみなし

て、この条例の相当規定を適用する。 

 （千葉市証明等手数料条例の一部改正） 

５ 千葉市証明等手数料条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中第３５号を第３７号とし、第３１号から第３４号までを２

号ずつ繰り下げ、第３０号の次に次の２号を加える。 

 （ 31）千葉市土の採取計画の認可に関する条例（平成２８年千葉市条

例第  号）第３条第１項本文の規定による土の採取計画の認可

の申請に対する審査 １件につき ３７，０００円 

 （ 32）千葉市土の採取計画の認可に関する条例第７条第１項本文の規

定による土の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 １件に
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つき １７，０００円 

（千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に

関する条例の一部改正） 

６ 千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に

関する条例（平成９年千葉市条例第３６号）の一部を次のように改正

する。 

  第９条第１項第２号中「昭和４９年千葉県条例第１号）」の次に

「、千葉市土の採取計画の認可に関する条例（平成２８年千葉市条例

第  号）」を加える。 

  第１４条第２号中「千葉県土採取条例」の次に「、千葉市土の採取

計画の認可に関する条例」を加える。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

土の採取を行おうとするときは、土の採取計画に係る市長の認可を

要することとするほか、認可手続等について定めるため、条例を制定

しようとするものであります。 
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議案第４６号 

千葉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定

める条例の制定について 

 千葉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める

条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

千葉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定

める条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第

８８号）第８条第２項及び第１８条第２項の規定に基づき、千葉市農

業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとす

る。 

 （委員の定数） 

第２条 委員の定数は、１７人とする。 

 （農地利用最適化推進委員の定数） 

第３条 農地利用最適化推進委員の定数は、２３人とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （千葉市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止） 

２ 千葉市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例（平成４

年千葉市条例第５５号）は、廃止する。 

 （千葉市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止に

伴う経過措置） 

３ 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律

（平成２７年法律第６３号）附則第２９条第２項の規定によりなお従

前の例により在任する間は、農業委員会の選挙による委員の定数、選

挙区の設置、各選挙区において選挙すべき委員の定数及び部会を構成
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する委員の定数については、なお従前の例による。 

 （特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

４ 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和

３１年千葉市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中農業委員会の部会長の項を削る。 

 （特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改

正に伴う経過措置） 

５ 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附

則第２９条第２項の規定によりなお従前の例により在任する間は、同

項の規定により在任する農業委員会の委員であって部会長であるもの

に対する報酬については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業委員会の委員及

び農地利用最適化推進委員の定数を定めるため、条例を制定しようと

するものであります。 
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議案第４７号  

   千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁

量型認定こども園の認定の要件を定める条例の制定について  

 千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型

認定こども園の認定の要件を定める条例を次のとおり制定するものとす

る。  

  平成２８年２月２２日提出  

千葉市長 熊 谷 俊 人  

千葉市条例第  号 

千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁

量型認定こども園の認定の要件を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」とい

う。）第３条第１項及び第３項の規定に基づき、認定こども園の認定

の要件を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「認定こども園」とは、次の各号のいずれか

に該当するものをいう。 

（１）幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設をいう。 

  ア 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第 

２５条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程そ

の他の教育内容に関する事項をいう。第８条第１項において同

じ。）に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当

該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を

必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園 

  イ 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びそ

の附属設備が一体的に設置されている施設（以下このイにおいて

「一体的設置施設」という。）であって、次のいずれかに該当す

るもの 

  （ア）一体的設置施設を構成する保育機能施設において、満３歳以
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上の子どもに対し学校教育法第２３条各号に掲げる目標が達成

されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当

該一体的設置施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が

確保されているもの 

（イ）一体的設置施設を構成する保育機能施設に入所していた子ど

もを引き続き当該一体的設置施設を構成する幼稚園に入園させ

て一貫した教育及び保育を行うもの 

（２）保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を

行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満３歳以上の子ども

（本市における児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条

第４項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と

認められる数の子どもに限る。）を保育し、かつ、満３歳以上の子

どもに対し学校教育法第２３条各号に掲げる目標が達成されるよう

保育を行う保育所 

（３）地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育

を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満３歳以上の子ど

もを保育し、かつ、満３歳以上の子どもに対し学校教育法第２３条

各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設 

２ この条例において「園児」とは、認定こども園に在籍する子どもを

いう。 

（職員の配置） 

第３条 認定こども園には、満１歳未満の園児おおむね３人につき１人

以上、満１歳以上満３歳未満の園児おおむね５人につき１人以上、満

３歳以上満４歳未満の園児おおむね２０人につき１人以上、満４歳以

上の園児おおむね３０人につき１人以上の教育及び保育に従事する者

を置かなければならない。ただし、常時２人を下回ってはならない。 

２ 満３歳以上の園児であって、幼稚園と同様に１日に４時間程度利用

するもの及び保育所と同様に１日に８時間程度利用するもの（次条第

４項において「教育及び保育時間相当利用児」という。）に共通の４

時間程度の利用時間については、満３歳以上の園児について学級を編

制し、各学級に当該学級を担任する職員（次条第３項において「学級
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担任」という。）を少なくとも１人置かなければならない。この場合

において、１学級の園児の数は３５人以下（満４歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にある園児の学級にあっては、３０人以

下）を原則とする。 

３ 認定こども園は、多様な機能を一体的に提供するため、１人の認定

こども園の長（以下「園長」という。）を置き、全ての職員の協力を

得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。 

４ 認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第 

２０条第１項において読み替えて準用する千葉市児童福祉施設の設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第８６

号）第４５条の規定により、調理業務の全部を委託する認定こども園

にあっては、調理員を置かないことができる。 

５ 認定こども園には、嘱託医その他市長が特に必要があると認める者

を置かなければならない。 

（職員の資格） 

第４条 前条第１項の規定により認定こども園に置くものとされる職員

のうち満３歳未満の園児の保育に従事する者は、保育士の資格を有す

る者でなければならない。 

２ 前条第１項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のう

ち満３歳以上の園児の教育及び保育に従事する者は、幼稚園教諭の普

通免許状（教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２

項に規定する普通免許状のうち幼稚園の教諭に係るものをいう。以下

同じ。）及び保育士の資格を併せ有する者でなければならない。ただ

し、市長がやむを得ないと認めるときは、幼稚園教諭の普通免許状又

は保育士の資格のいずれかを有する者とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園教諭の普通免許状を

有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地

方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園

教諭の普通免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士

の資格を有する者であり、かつ、その意欲、適性、能力等を考慮して

適当と認められる者であって、幼稚園教諭の普通免許状の取得に向け
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た努力を行っているものを学級担任とすることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、満３歳以上の園児のうち教育及び保育

時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でな

ければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定

こども園の認定を受ける場合であって当該教育及び保育時間相当利用

児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難で

あるときは、幼稚園教諭の普通免許状を有する者であり、かつ、その

意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められる者であって、保育士

の資格の取得に向けた努力を行っているものを教育及び保育時間相当

利用児の保育に従事する者とすることができる。 

５ 園長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に

発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。 

（建物等の配置） 

第５条 幼稚園及び保育機能施設は、それぞれの用に供される建物及び

その附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。

ただし、次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。 

（１）園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。 

（２）園児の移動時の安全が確保されていること。 

（園舎） 

第６条 認定こども園の園舎の面積（満３歳未満の園児の保育を行う場

合にあっては、満２歳以上満３歳未満の園児の保育の用に供する保育

室、遊戯室その他の設備の面積及び満２歳未満の園児の保育の用に供

する乳児室、ほふく室その他の設備の面積を除く。次条第２項ただし

書において同じ。）は、次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞ

れ同表の右欄に定める面積以上とする。ただし、既存施設（幼稚園、

保育所及び保育機能施設をいう。以下同じ。）が保育所型認定こども

園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、同項本

文（満２歳未満の園児の保育を行う場合にあっては、同項本文及び次

条第３項）に規定する基準を満たすときは、この限りでない。 

学級数 面積（平方メートル） 
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１学級 １８０ 

２学級以上 ３２０＋１００×（学級数－２） 

２ 園舎は、２階建以下を原則とする。ただし、特別の事情があるとき

は、３階建以上とすることができる。 

３ 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所（以下この項及び次項

において「保育室等」という。）は、１階に設けるものとする。ただ

し、園舎が第２０条１項において読み替えて準用する千葉市児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第４４条第７号ア、イ

及びカに掲げる要件を満たすときは保育室等を２階に、前項ただし書

の規定により園舎を３階建以上とする場合であって、第２０条第１項

において読み替えて準用する同条例第４４条第７号イからクまでに掲

げる要件を満たすときは保育室等を３階以上の階に設けることができ

る。 

４ 前項ただし書の規定にかかわらず、既存施設が幼稚園型認定こども

園の認定を受ける場合においては、園舎が建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物であり、かつ、

園児の待避上必要な設備を備えるときは、保育室等を２階に設けるこ

とができる。 

（認定こども園に備えるべき設備） 

第７条 認定こども園には、保育室、遊戯室、屋外遊戯場、調理室、職

員室、保健室及び便所を備えなければならない。ただし、特別の事情

があるときは、保育室は遊戯室と（認定こども園の利用定員が６０人

未満の場合に限る。）、職員室は保健室と、それぞれ兼用することが

できる。 

２ 保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の園児１人につき１．９８

平方メートル以上でなければならない。ただし、満３歳以上の園児に

ついては、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こど

も園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積が前条第１項本文

に規定する基準を満たすときは、この限りでない。 

３ 認定こども園において満２歳未満の園児の保育を行う場合には、第

１項本文の規定により備えるものとされる設備に加え、乳児室又はほ
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ふく室を備えなければならない。この場合において、乳児室又はほふ

く室の面積は、満２歳未満の園児１人につき３．３平方メートル以上

でなければならない。 

４ 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども

園の認定を受ける場合であって第１号の基準を満たすときは第２号の

基準を満たすことを要せず、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地

方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって同号の基準を満た

すときは第１号の基準を満たすことを要しない。 

（１）満２歳以上の園児１人につき３．３平方メートル以上であること。 

（２）次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る面積に、満２歳以上満３歳未満の園児について前号の規定により

算定した面積を加えた面積以上であること。 

学級数 面積（平方メートル） 

２学級以下 ３３０＋３０×（学級数－１） 

３学級以上 ４００＋８０×（学級数－３） 

５ 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園（いずれも利用

定員が６０人未満のものに限る。）にあっては、屋外遊戯場を次に掲

げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代える

ことができる。 

（１）園児が安全に利用できる場所であること。 

（２）利用時間を日常的に確保できる場所であること。 

（３）園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。 

（４）前項に規定する屋外遊戯場の面積の基準を満たす場所であること。 

６ 満３歳以上の園児に対する食事の提供について、第２０条第１項に

おいて読み替えて準用する千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第４５条第１項に規定する外部搬入により行う認

定こども園にあっては、第１項の規定にかかわらず、調理室を備えな

いことができる。この場合において、当該認定こども園においては、

当該食事の提供について当該外部搬入によることとしてもなお当該認
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定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調

理機能を有する設備を備えなければならない。 

７ 幼稚園型認定こども園内で調理する方法により園児に対して食事の

提供を行う場合であって、当該食事の提供を受ける園児の数が２０人

に満たないときは、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、

第１項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場

合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供

について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければな

らない。 

（教育及び保育の内容） 

第８条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第６条に基づ

き、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（法第１０条第１項の規

定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その

他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。）を踏まえるとともに、

幼稚園教育要領及び保育所保育指針（児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する厚生

労働大臣が定める指針をいう。）に基づかなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、認定こども園における教育及び保育の提

供は、園児の１日の生活のリズムや集団生活の経験年数が異なること

その他の認定こども園に固有の事情を踏まえて市長が別に定める基準

に従って行われなければならない。 

（職員の資質の向上等） 

第９条 認定こども園は、教育及び保育の質の確保及び向上並びに子育

て支援事業（法第２条第１２項に規定する子育て支援事業をいう。次

条において同じ。）の充実を図るために必要なものについて市長が別

に定める事項に留意して、園児の教育及び保育に従事する者の資質の

向上等を図らなければならない。 

（子育て支援事業） 

第１０条 認定こども園は、子育て支援事業のうち、当該認定こども園

の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域

において実施することが必要と認められるものを、市長が別に定める
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事項に留意して行わなければならない。 

（教育及び保育の時間並びに開園日数及び開園時間） 

第１１条 認定こども園における保育を必要とする園児に対する教育及

び保育の時間は、１日につき８時間を原則とし、園児の保護者の労働

時間その他の家庭の状況等を考慮して園長が定めなければならない。 

２ 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする園児に

対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等

の地域の実情に応じて定めなければならない。 

（情報開示） 

第１２条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよ

う、情報開示に努めなければならない。 

（公正な入園の選考） 

第１３条 認定こども園は、児童虐待（児童虐待の防止等に関する法律

（平成１２年法律第８２号）第２条の児童虐待をいう。）の防止の観

点から特別の支援を要する家庭の子ども、母子家庭等（母子及び父子

並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第５項の母子

家庭等をいう。）の子ども又は障害児（児童福祉法第４条第２項の障

害児をいう。）その他の特別の配慮を必要とする子どもの利用が排除

されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければ

ならない。 

２ 認定こども園は、本市との連携を図り、前項の特別の配慮を必要と

する子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。 

（園児の健康及び安全の確保） 

第１４条 認定こども園は、耐震、防災、防犯等園児の健康及び安全を

確保する体制を整えなければならない。 

２ 認定こども園は、事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことが

できるよう、適切な保険又は共済制度への加入を通じて、補償の体制

を整えなければならない。 

（自己評価及び外部評価） 

第１５条 認定こども園は、自己評価、外部評価等において園児の視点

に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の
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向上に努めなければならない。 

（表示） 

第１６条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、

当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。 

（非常災害対策） 

第１７条 認定こども園は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非

常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計

画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければな

らない。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月

１回は、これを行わなければならない。ただし、満３歳未満の園児に

対する保育を行わない認定こども園については、この限りでない。 

３ 認定こども園は、地震その他の非常災害に備え、当該認定こども園

の園児のため、物資の確保に必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

（園児及び職員の健康診断） 

第１８条 園長は、園児（幼稚園型認定こども園にあっては、満３歳以

上の園児を除く。）に対し、入園時の健康診断、少なくとも１年に２

回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法（昭和３３

年法律第５６号）に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 

２ 園長は、前項の規定にかかわらず、園児の入園前の健康診断が行わ

れた場合であって、当該健康診断が園児に対する入園時の健康診断の

全部又は一部に相当すると認められるときは、入園時の健康診断の全

部又は一部を行わないことができる。この場合において、園長は、園

児の入園前の健康診断の結果を把握しなければならない。 

３ 認定こども園の職員の健康診断に当たっては、特に園児の食事を調

理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。 

（学校教育法施行規則の準用） 

第１９条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第５４

条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、同

条中「児童」とあるのは、「園児」と読み替えるものとする。 
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（千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の準

用） 

第２０条 千葉市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例第４

条、第５条第１項、第２項及び第４項、第１０条、第１１条、第１４

条（第４項ただし書を除く。）、第１９条、第２０条第１項及び第３

項、第４４条第７号、第４５条並びに第４９条の規定は、認定こども

園について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

読み替えられる千

葉市児童福祉施設

の設備及び運営に

関する基準を定め

る条例の規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

第４条（見出しを

含む。）及び同条

第２項 

最低基準 認定要件に定める基準 

第４条第１項 最低基準 千葉市幼稚園型認定こ

ども園、保育所型認定

こども園及び地方裁量

型認定こども園の認定

の要件を定める条例

（平成２８年千葉市条

例第ああ号。以下「認

定要件を定める条例」

という。）に規定する

認定こども園の認定の

要件（以下「認定要

件」という。）に定め

る基準 
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第５条第１項 入所者 認定要件を定める条例

第２条第２項に規定す

る園児（以下「園児」

という。） 

第５条第２項及び

第１４条第５項 

児童の 子どもの 

第５条第４項 法 就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法

律第７７号） 

それぞれの施設 認定要件を定める条例

第２条第１項に規定す

る認定こども園（以下

「認定こども園」とい

う。） 

第１０条（見出し

を含む。）並びに

第１４条第２項及

び第３項 

入所者 園児 

第１０条 又は入所 又は入園 

第１１条 入所中の児童 園児 

当該児童 当該園児 

第１４条第１項 入所者 保育を必要とする子ど

もに該当する園児 

第９条 認定要件を定める条例

第２０条第２項におい

て読み替えて準用する

第９条 

社会福祉施設 学校、社会福祉施設等 
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第１９条 利用者 園児 

第２０条第１項 援助 教育及び保育（満３歳

未満の園児については

そ の 保 育 。 以 下 同

じ。）並びに子育ての

支援 

入所者 園児 

第２０条第３項 援助に関し、当該措置

又は助産の実施、母子

保護の実施若しくは保

育の提供若しくは法第

２４条第５項若しくは

第６項の規定による措

置に係る 

教育及び保育並びに子

育ての支援について、 

第４４条第７号 又は遊戯室 、遊戯室又は便所 

第４４条第７号ア 準耐火建築物（同号ロ

に該当するものを除

く。） 

準耐火建築物（同号ロ

に該当するものを除

く。）（幼稚園にあっ

ては、耐火建築物） 

第４４条第７号イ

及びウ 

施設又は設備 設備 

第 ４ ４ 条 第 ７ 号

エ、オ及びク並び

に第４５条の見出

し 

保育所 認定こども園 

第４４条第７号カ 乳幼児 園児 

第４５条第１項 保育所 認定こども園 

第１４条第１項 認定要件を定める条例

第２０条第１項におい

て読み替えて準用する
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第１４条第１項 

幼児 園児 

この条 認定要件を定める条例

第２０条第１項におい

て読み替えて準用する

この条 

乳幼児 園児 

第４９条 保育所の長 認定こども園の長 

入所している乳幼児 園児 

保育の 教育及び保育の 

２ 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第９

条の規定は、認定こども園の職員及び設備について準用する。この場

合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」

とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ね

る」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ね

る」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設

備については「設備」と、同条中「他の社会福祉施設を併せて設置す

るときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場

合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、

設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とある

のは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備について

は「他の学校、社会福祉施設等」と、同条ただし書中「入所者の居室

及び各施設に特有の設備並びに入所者の保護に直接従事する職員」と

あるのは職員については「園児の保育に直接従事する職員」と、設備

については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と読み替

えるものとする。 

 （千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の準用） 

第２１条 千葉市幼保連携型認定こどもの学級の編制、職員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成２６年千葉市条例第４６号）第
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８条の規定は、認定こども園に準用する。 

（幼稚園設置基準の準用） 

第２２条 幼稚園設置基準（昭和３１年文部省令第３２号）第７条の規

定は、認定こども園について準用する。この場合において、同条第１

項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第２項中

「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に法第３条第１項又は第３項の認定を受けて

いる認定こども園であって、この条例の施行の際現に就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の

一部を改正する条例（平成２６年千葉県条例第４９号）による改正前

の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律施行条例（平成１８年千葉県条例第６４号）別表に定める職員

配置の基準に適合しているものについては、この条例の施行の日から

起算して４年間は、第３条第１項に規定する職員の配置に係る要件に

適合するものとみなすことができる。 

（千葉市社会福祉審議会条例の一部改正） 

３ 千葉市社会福祉審議会条例（平成１２年千葉市条例第１０号）の一

部を次のように改正する。 

  第９条第４項中「及び同法」を「、同法」に改め、「家庭的保育事

業等」の次に「及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に

規定する認定こども園（同条第７項に規定する幼保連携型認定こども

園を除く。）」を加える。 
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議 案 説 明  

千葉県からの権限移譲に伴い、幼稚園型認定こども園、保育所型認

定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定めるため、

条例を制定しようとするものであります。 
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議案第４８号 

学校教育法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について 

学校教育法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のと

おり制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

学校教育法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第１条 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年千葉市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

  第５２条第２項第５号、第５８条第９号及び第１００条第８号中

「及び第４項」を「、第４項及び第５項」に改め、「中学校」の次に

「、義務教育学校」を加える。 

 （千葉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第２条 千葉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２６年千葉市条例第５１号）の一部を次のように改

正する。 

  第１０条第３項第４号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加

える。 

（千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第３条 千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第５１条第２項中「小学校」の次に「（義務教育学校の前期課程を

含む。）」を加える。 
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（千葉市営住宅条例の一部改正） 

第４条 千葉市営住宅条例（昭和３６年千葉市条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

  第６条第１項第２号ア（ウ）中「小学校修了前」を「小学校又は義

務教育学校の前期課程を修了する前」に改める。 

第２３条第１項中「次条第４号」を「次条第１項第４号」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

学校教育法等の一部改正に伴い、規定の整備を図るため、条例を制

定しようとするものであります。 
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議案第４９号 

千葉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

千葉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 千葉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年千葉市条例第８７号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第１号中「３０歳以上の者であって、」を削り、「もの」を

「者」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、婦人

保護施設の施設長の資格要件のうち、年齢要件を廃止するため、条例

の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第５０号 

千葉市公民館設置管理条例の一部改正について 

千葉市公民館設置管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市公民館設置管理条例の一部を改正する条例 

 千葉市公民館設置管理条例（昭和４４年千葉市条例第２３号）の一部

を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

３ 当分の間、千葉市犢橋公民館は、休止する。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

当分の間、犢橋公民館を休止するため、条例の一部を改正しようと

するものであります。 
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議案第５１号 

千葉市東日本大震災復興交付金基金条例の一部改正について 

 千葉市東日本大震災復興交付金基金条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市東日本大震災復興交付金基金条例の一部を改正する条例 

千葉市東日本大震災復興交付金基金条例（平成２５年千葉市条例第

２２号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「平成２８年３月３１日」を「平成３３年３月３１日」

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

復興交付金事業計画の期間変更に伴い、条例の有効期間を延長する

ため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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を 

に、 

議案第５２号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正について 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成

５年千葉市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

別表第２幕張新都心中心地区地区整備計画区域の項中 

「（９）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これ 

らに類するもの 

（10）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 

法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項 

第２号から第６号までに掲げる店舗型性風俗特殊 

営業の用に供するもの            」 

「（９）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票 

券発売所、場外車券売場その他これらに類するも 

の 

（10）集会場（葬儀を行うものに限る。） 

（11）墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第 

４８号）第２条第６項に規定する納骨堂     

（12）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 

法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項 

第２号から第６号までに掲げる店舗型性風俗特殊 

営業の用に供するもの            」 

「（８）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 

法律第２条第６項各号に掲げる店舗型性風俗特殊 を 
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営業の用に供するもの            」 

「（８）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票 

券発売所、場外車券売場その他これらに類するも 

の（ゲームセンターを除く。） 

（９）集会場（葬儀を行うものに限る。） 

（10）墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項に規定 に改め、同表 

する納骨堂 

（11）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 

法律第２条第６項各号に掲げる店舗型性風俗特殊 

営業の用に供するもの            」 

古市場地区地区整備計画区域の項中「（昭和２３年法律第４８号）」を

削る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

幕張新都心中心地区の地区計画の変更に伴い、建築物の用途の制限

を変更するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第５３号 

千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 

 千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

 千葉市建築関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。 

別表５４の項第１号中「次号」を「第３号」に改め、「の場合」の次

に「で、住宅を新築する場合」を加え、同項第２号中「前号」を「前２

号」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加え

る。 

（２）次号に規定する場合以外の場合で、住宅を増築し、又は改築する 

場合 次に定める額 

ア 認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅普及

促進法第６条第１項第１号、第２号、第４号及び第５号に掲げる

基準に適合していることについて、登録住宅性能評価機関が証す

る書類が添付されている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

（ア）一戸建ての住宅 ９，０００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物

の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を同時に申

請する住戸の戸数で除して得た額（その額に１００円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額） 

ａ ５戸以下 １８，０００円 

ｂ ６戸以上１０戸以下 ３３，０００円 

ｃ １１戸以上２５戸以下 ４９，０００円 

ｄ ２６戸以上５０戸以下 ９３，０００円 

ｅ ５１戸以上１００戸以下 １６２，０００円 
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ｆ １０１戸以上２００戸以下 ２７３，０００円 

ｇ ２０１戸以上３００戸以下 ３５１，０００円 

ｈ ３０１戸以上 ３８２，０００円 

  イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

（ア）一戸建ての住宅 ６６，０００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物

の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を同時に申

請する住戸の戸数で除して得た額（その額に１００円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額） 

ａ ５戸以下 １５７，０００円 

ｂ ６戸以上１０戸以下 ２５２，０００円 

ｃ １１戸以上２５戸以下 ４９８，０００円 

ｄ ２６戸以上５０戸以下 ８９４，０００円 

ｅ ５１戸以上１００戸以下 １，５３９，０００円 

ｆ １０１戸以上２００戸以下 ２，８５１，０００円 

ｇ ２０１戸以上３００戸以下 ４，０８１，０００円 

ｈ ３０１戸以上 ４，９９８，０００円 

 別表５５の項第１号中「次号」を「第３号」に改め、「の場合」の次

に「で、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画の初めて受けた認定が

住宅の新築に係るものである場合」を加え、同項第２号中「前号」を

「前２号」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号

を加える。 

（２）次号に規定する場合以外の場合で、当該申請に係る長期優良住宅

建築等計画の初めて受けた認定が住宅の増築又は改築に係るもので

ある場合 次に定める額 

ア 変更の認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画が長期優良住

宅普及促進法第６条第１項第１号、第２号、第４号及び第５号に

掲げる基準に適合していることについて、登録住宅性能評価機関

が証する書類が添付されている場合 次に掲げる住宅の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 
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（ア）一戸建ての住宅 ４，５００円 

（イ）共同住宅等 ５４の項第２号ア（イ）ａからｈまでに掲げる

当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、

当該ａからｈまでに定める額に２分の１を乗じて得た額を同時

に申請する住戸の戸数で除して得た額（その額に１００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

（ア）一戸建ての住宅 ３３，０００円 

（イ）共同住宅等 ５４の項第２号イ（イ）ａからｈまでに掲げる

当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、

当該ａからｈまでに定める額に２分の１を乗じて得た額を同時

に申請する住戸の戸数で除して得た額（その額に１００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

 別表５８の項第１号ア中「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改め、同表中備考以

外の部分に次のように加える。 

61 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律（平

成２７年法

律 第 ５ ３

号 。 以 下

「建築物省

エネ法」と

いう。）第

２９条第１

項の規定に 

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画認定

申請手数料・ 

（１）次号に規定する場合以外の場

合 次に定める額 

ア 認定の申請に係る建築物エ

ネルギー消費性能向上計画が

建築物省エネ法第３０条第１

項に掲げる基準に適合してい

ることについて、登録住宅性

能評価機関又は登録建築物調

査機関が証する書類（建築物

省エネ法第１１条第１項に規

定する非住宅部分（以下この

項から６３の項までにおいて

「非住宅部分」という。）に 
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基づく建築

物エネルギ

ー消費性能

向上計画の

認定の申請

に対する審

査 

 ついては、登録建築物調査機

関が証する書類に限る。）が

添付されている場合 （ア）

に定める額及び（イ）に定め

る額を合計した額 

（ア）非住宅部分 次に掲げる

当該申請に係る建築物の非

住宅部分の床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

ａ ３００平方メートル未

満 ９，２００円 

ｂ ３００平方メートル以

上２，０００平方メート

ル未満 ２６，３００円 

ｃ ２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メ

ー ト ル 未 満  ７ ８ ，

７００円 

ｄ ５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方

メートル未満 １２４，

６００円 

ｅ １０，０００平方メー

トル以上２５，０００平

方 メ ー ト ル 未 満 ・

１５７，３００円 

ｆ ２５，０００平方メー

ト ル 以 上  １ ９ ６ ，

６００円 

（イ）住宅部分（建築物省エネ
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法第１１条第１項に規定す

る住宅部分をいう。以下こ

の項から６３の項までにお

いて同じ。） 次に掲げる

当該申請に係る建築物の住

宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める額 

ａ 一戸建ての住宅 ４，

６００円 

ｂ 共同住宅等 次に掲げ

る当該申請に係る建築物

の住宅部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

（ａ）３００平方メートル

未満 ９，２００円 

（ｂ）３００平方メートル

以上２，０００平方メ

ートル未満  １９，

７００円 

（ｃ）２，０００平方メー

トル以上５，０００平

方 メ ー ト ル 未 満 ・

４３，９００円 

（ｄ）５，０００平方メー

ト ル 以 上  ７ ８ ，

７００円 

イ アに規定する場合以外の場

合で、認定の申請に係る建築

物エネルギー消費性能向上計

画が建築物省エネ法第３０条
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第１項に掲げる基準に適合し

ていることについて、（ア）

又は（イ）に掲げる添付書類

が 添 付 さ れ て い る 場 合 ・

（ア）又は（イ）に掲げる添

付 書 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

（ア）又は（イ）に定める額 

（ア）住宅の品質確保の促進等

に関する法律第６条第１項

に規定する設計住宅性能評

価書（以下「設計住宅性能

評価書」という。）（日本

住宅性能表示基準（住宅の

品質確保の促進等に関する

法律第３条第１項の規定に

より定められた日本住宅性

能表示基準をいう。以下同

じ。）に基づく断熱等性能

等級４及び一次エネルギー

消費量等級５に適合してい

る場合に限る。）の写しが

添付されている場合  ア

（イ）に定める額及びエ

（ア）に定める額を合計し

た額 

（イ）建築物省エネ法の施行の

際現に存する建築物の住宅

部分については、設計住宅

性能評価書（日本住宅性能

表示基準に基づく一次エネ

ルギー消費量等級４又は等
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級５に適合している場合に

限る。）の写しが添付され

ている場合 ア（イ）に定

める額及びエ（ア）に定め

る額を合計した額 

ウ ア及びイに規定する場合以

外の場合で、建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める省

令（平成２８年経済産業省・

国土交通省令第１号。以下こ

の項から６３の項までにおい

て「基準省令」という。）第

８条第１号ただし書又は第２

号ただし書の場合 ア（ア）

に定める額及びア（イ）に定

める額を合計した額 

エ アからウまでに規定する場

合以外の場合 （ア）に定め

る額及び（イ）に定める額を

合計した額 

（ア）非住宅部分 次に掲げる

当該申請に係る建築物のエ

ネルギー消費性能を評価す

る方法の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

  ａ 標準入力法・主要室入

力法（基準省令第８条第

１号イ（１）及び同号ロ

（１）に定める基準に適

合するかどうかを評価す

る方法をいう。） 次に
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掲げる当該申請に係る建

築物の非住宅部分の床面

積の合計の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

（ａ）３００平方メートル

未満 ２２２，９００

円 

（ｂ）３００平方メートル

以上２，０００平方メ

ートル未満 ３６０，

５００円 

（ｃ）２，０００平方メー

トル以上５，０００平

方 メ ー ト ル 未 満 ・

５１４，６００円 

（ｄ）５，０００平方メー

トル以上１０，０００

平方メートル未満・

６３３，９００円 

（ｅ）１０，０００平方メ

ー ト ル 以 上 ２ ５ ，

０００平方メートル未

満 ７４９，４００円 

（ｆ）２５，０００平方メ

ートル以上 ８５４，

９００円 

ｂ モデル建物法（基準省

令第８条第１号イ（２）

及び同号ロ（２）に定め

る基準に適合するかどう

かを評価する方法をい
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う。） 次に掲げる当該

申請に係る建築物の非住

宅部分の床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

（ａ）３００平方メートル

未満 ８５，３００円 

（ｂ）３００平方メートル

以上２，０００平方メ

ートル未満 １４２，

９００円 

（ｃ）２，０００平方メー

トル以上５，０００平

方 メ ー ト ル 未 満 ・

２３１，５００円 

（ｄ）５，０００平方メー

トル以上１０，０００

平方メートル未満・

３０２，３００円 

（ｅ）１０，０００平方メ

ー ト ル 以 上 ２ ５ ，

０００平方メートル未

満 ３６３，４００円 

（ｆ）２５，０００平方メ

ートル以上 ４２６，

３００円 

（イ）住宅部分 次に掲げる当

該申請に係る建築物の住宅

の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ａ 一戸建ての住宅 次に 
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  掲げる当該申請に係る建

築物の住宅部分の床面積

の合計の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

（ａ）２００平方メートル

未満 ３３，５００円 

（ｂ）２００平方メートル

以上 ３７，４００円 

ｂ 共同住宅等 次に掲げ

る当該申請に係る建築物

の住宅部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

（ａ）３００平方メートル

未満 ６７，６００円 

（ｂ）３００平方メートル

以上２，０００平方メ

ートル未満 １１２，

８００円 

（ｃ）２，０００平方メー

トル以上５，０００平

方 メ ー ト ル 未 満 ・ 

１９２，２００円 

（ｄ）５，０００平方メー

トル以上  ２７５，

４００円 

（２）建築物省エネ法第３０条第２

項の規定による申出があった場

合 前号に規定する額に１の項

に規定する額を加算した額 

62 建築物省 建築物エネル （１）次号に規定する場合以外の場 

112



エ ネ 法 第 

３１条第１

項の規定に

基づく建築

物エネルギ

ー消費性能

向上計画の

変更の認定

の申請に対

する審査 

ギー消費性能

向上計画変更

認定申請手数

料 

合  次に定める額（その額に 

１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額） 

ア 変更の認定の申請に係る建

築物エネルギー消費性能向上

計画が建築物省エネ法第３０

条第１項に掲げる基準に適合

していることについて、登録

住宅性能評価機関又は登録建

築物調査機関が証する書類

（非住宅部分については、登

録建築物調査機関が証する書

類に限る。）が添付されてい

る場合 （ア）に定める額及

び（イ）に定める額を合計し

た額 

  （ア）非住宅部分 ６１の項第

１号ア（ア）ａからｆまで

に掲げる当該申請に係る建

築物の非住宅部分の床面積

の合計の区分に応じ、当該

ａからｆまでに定める額に

２分の１を乗じて得た額 

（イ）住宅部分 ６１の項第１

号ア（イ）ａ及びｂに掲げ

る当該申請に係る建築物の

住宅の区分並びに同号ア

（イ）ｂ（ａ）から（ｄ）

までに掲げる当該申請に係

る建築物の住宅部分の床面

積の合計の区分に応じ、当
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該 ａ 及 び ｂ （ ａ ） か ら

（ｄ）までに定める額に２

分の１を乗じて得た額 

イ アに規定する場合以外の場

合で、変更の認定の申請に係

る建築物エネルギー消費性能

向上計画が建築物省エネ法第

３０条第１項に掲げる基準に

適合していることについて、

６１の項第１号イ（ア）又は

（イ）に掲げる添付書類が添

付されている場合 ６１の項

第１号イ（ア）又は（イ）に

掲げる添付書類に応じ、当該

（ア）又は（イ）に定める額 

ウ ア及びイに規定する場合以

外の場合で、基準省令第８条

第１号ただし書又は同条第２

号ただし書の場合 ア（ア）

に定める額及びア（イ）に定

める額を合計した額 

エ アからウまでに規定する場

合以外の場合 （ア）に定め

る額及び（イ）に定める額を

合計した額 

（ア）６１の項第１号エ（ア）

ａ及びｂに掲げる当該申請 

  に係る建築物のエネルギー

消費性能を評価する方法の

区分並びに同号エ（ア）ａ

（ａ）から（ｆ）まで及び
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同号エ（ア）ｂ（ａ）から

（ｆ）までに掲げる当該申

請に係る建築物の非住宅部

分の床面積の合計の区分に

応 じ 、 当 該 エ （ ア ） ａ

（ａ）から（ｆ）まで及び

エ （ ア ） ｂ （ ａ ） か ら

（ｆ）までに定める額に２

分の１を乗じて得た額 

（イ）６１の項第１号エ（イ）

ａ及びｂに掲げる当該申請

に係る建築物の住宅の区分

並 び に 同 号 エ （ イ ） ａ

（ａ）及び（ｂ）並びにｂ

（ａ）から（ｄ）までに掲

げる当該申請に係る住宅部

分の床面積の合計の区分に

応 じ 、 当 該 エ （ イ ） ａ

（ａ）及び（ｂ）並びにｂ

（ａ）から（ｄ）までに定

める額に２分の１を乗じて

得た額 

（２）建築物省エネ法第３１条第２

項において準用する建築物省エ

ネ法第３０条第２項の規定によ

る申出があった場合 前号に規

定する額に１の項に規定する額

を加算した額 

63 建築物省

エ ネ 法 第

３６条第１ 

基準適合認定

建築物認定申

請手数料 

（１）認定の申請に係る建築物が建

築物省エネ法第２条第３号に掲

げる建築物エネルギー消費性能 
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項の規定に

基づく基準

適合認定建

築物の認定

の申請に対

する審査 

 基準に適合していることについ

て、登録住宅性能評価機関又は

登録建築物調査機関が証する書

類（非住宅部分については、登

録建築物調査機関が証する書類

に限る。）が添付されている場

合 アに定める額及びイに定め

る額を合計した額 

ア 非住宅部分 次に掲げる当

該申請に係る建築物の非住宅

部分の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

（ア）３００平方メートル未満

９，２００円 

（イ）３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未

満 ２６，３００円 

（ウ）２，０００平方メートル

以上５，０００平方メート

ル未満 ７８，７００円 

（エ）５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メー

トル未満 １２４，６００

円 

（オ）１０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メ

ー ト ル 未 満  １ ５ ７ ，

３００円 

（カ）２５，０００平方メート

ル以上 １９６，６００円 

イ 住宅部分 次に掲げる当該 
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  申請に係る建築物の住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定め

る額 

（ア）一戸建ての住宅  ４，

６００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる

当該申請に係る建築物の住

宅部分の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額 

ａ ３００平方メートル未

満 ９，２００円 

ｂ ３００平方メートル以

上２，０００平方メート

ル未満 １９，７００円 

ｃ ２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メ

ー ト ル 未 満  ４ ３ ，

９００円 

ｄ ５，０００平方メート

ル以上 ７８，７００円 

（２）前号に規定する場合以外の場

合で、認定の申請に係る建築物

が建築物省エネ法第２条第３号

に掲げる建築物エネルギー消費

性能基準に適合していることに

ついて、次のアからエまでのい

ずれかに掲げる添付書類が添付

されており、かつ、当該添付書

類に係る建築物の工事が完了し

た時点から当該認定の申請をし
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た時点までに建築物に変更がな

い場合 アからエまでのいずれ

かに掲げる添付書類に応じそれ

ぞれアからエまでに定める額 

ア 建築物省エネ法第３０条第

１項の規定による認定の通知

書の写し及び建築基準法第７

条第５項、第７条の２第５項

又は第１８条第１８項に規定

する検査済証の写しが添付さ

れている場合 当該認定を受

けた部分に係る前号アに定め

る額及び同号イに定める額

と、当該認定を受けた部分以

外の部分に係る第４号アに定

める額及び同号イに定める額

を合計した額 

イ 都市の低炭素化促進法第

５４条第１項に基づく認定の

通知書の写し及び建築基準法

第７条第５項、第７条の２第

５項又は第１８条第１８項に

規定する検査済証の写しが添

付されている場合 当該認定

を受けた部分に係る前号アに

定める額及び同号イに定める

額と、当該認定を受けた部分

以外の部分に係る第４号アに

定める額及び同号イに定める

額を合計した額 

ウ 住宅の品質確保の促進等に
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関する法律第６条第３項に規

定する建設住宅性能評価書

（以下この項において「建設

住宅性能評価書」という。）

（日本住宅性能表示基準に基

づく断熱等性能等級４及び一

次エネルギー消費量等級４又

は等級５に適合している場合

に限る。）の写しが添付され

ている場合 前号イに定める

額及び第４号アに定める額を

合計した額 

エ 建築物省エネ法の施行の際

現に存する建築物の住宅部分

については、建設住宅性能評

価書（日本住宅性能表示基準

に基づく一次エネルギー消費

量等級３、等級４又は等級５

に 適 合 し て い る 場 合 に 限

る。）の写しが添付されてい

る場合 前号イに定める額及

び第４号アに定める額を合計

した額 

（３）前２号に規定する場合以外の

場合で、基準省令第１条第１項

第１号ただし書又は第２号ただ

し書の場合 第１号アに定める

額及び同号イに定める額を合計

した額 

（４）前３号に規定する場合以外の

場合 アに定める額及びイに定
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める額を合計した額 

ア 非住宅部分 次に掲げる当

該申請に係る建築物のエネル

ギー消費性能を評価する方法

の区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

（ア）標準入力法・主要室入力

法（基準省令第１条第１項

第１号イに定める基準に適

合するかどうかを評価する

方法をいう。） 次に掲げ

る当該申請に係る建築物の

非住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ａ ３００平方メートル未

満 ２２２，９００円 

ｂ ３００平方メートル以

上２，０００平方メート

ル未満 ３６０，５００

円 

ｃ ２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メ

ートル未満  ５１４，

６００円 

ｄ ５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方

メートル未満 ６３３，

９００円 

ｅ １０，０００平方メー

トル以上２５，０００平
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方 メ ー ト ル 未 満 ・

７４９，４００円 

ｆ ２５，０００平方メー

ト ル 以 上  ８ ５ ４ ，

９００円 

（イ）モデル建物法（基準省令

第１条第１項第１号ロに定

める基準に適合するかどう

か を 評 価 す る 方 法 を い

う。） 次に掲げる当該申

請に係る建築物の非住宅部

分の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める

額 

ａ ３００平方メートル未

満 ８５，３００円 

ｂ ３００平方メートル以

上２，０００平方メート

ル未満 １４２，９００

円 

ｃ ２，０００平方メート

ル以上５，０００平方メ

ートル未満  ２３１，

５００円 

ｄ ５，０００平方メート

ル以上１０，０００平方

メートル未満 ３０２，

３００円 

ｅ １０，０００平方メー

トル以上２５，０００平

方 メ ー ト ル 未 満 ・
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３６３，４００円 

ｆ ２５，０００平方メー

ト ル 以 上  ４ ２ ６ ，

３００円 

イ 住宅部分 次に掲げる当該

申請に係る建築物のエネルギ

ー消費性能を評価する方法の

区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ア）住宅性能基準（基準省令

第 １ 条 第 １ 項 第 ２ 号 イ

（１）及び同号ロ（１）に

定める基準をいう。）に適

合するかどうかを評価する

方法 次に掲げる当該申請

に係る建築物の住宅の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る額 

ａ 一戸建ての住宅 次に

掲げる当該申請に係る建

築物の住宅部分の床面積

の合計の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

（ａ）２００平方メートル

未満 ３３，５００円 

（ｂ）２００平方メートル

以上 ３７，４００円 

ｂ 共同住宅等 次に掲げ

る当該申請に係る建築物

の住宅部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞ
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れ次に定める額 

（ａ）３００平方メートル

未満 ６７，６００円 

（ｂ）３００平方メートル

以上２，０００平方メ

ートル未満 １１２，

８００円 

（ｃ）２，０００平方メー

トル以上５，０００平

方 メ ー ト ル 未 満 ・

１９２，２００円 

（ｄ）５，０００平方メー

トル以上  ２７５，

４００円 

（イ）住宅仕様基準（基準省令

第 １ 条 第 １ 項 第 ２ 号 イ

（２）及び同号ロ（２）に

定める基準をいう。）に適

合するかどうかを評価する

方法 次に掲げる当該申請

に係る建築物の住宅の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る額 

ａ 一戸建ての住宅 次に

掲げる当該申請に係る建

築物の住宅部分の床面積

の合計の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

（ａ）２００平方メートル

未満 １７，１００円 

（ｂ）２００平方メートル 
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  以上 １８，４００円 

ｂ 共同住宅等 次に掲げ

る当該申請に係る建築物

の住宅部分の床面積の合

計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

（ａ）３００平方メートル 

未満 ３２，２００円 

（ｂ）３００平方メートル

以上２，０００平方メ

ートル未満  ５５，

８００円 

（ｃ）２，０００平方メー

トル以上５，０００平

方 メ ー ト ル 未 満 ・

１０１，１００円 

（ｄ）５，０００平方メー

トル以上  １５２，

９００円 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定等に伴い、

建築物のエネルギー消費性能に係る基準適合の認定手数料等を定める

ため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第５４号 

千葉市幕張新都心文教地区建築条例の一部改正について 

 千葉市幕張新都心文教地区建築条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市幕張新都心文教地区建築条例の一部を改正する条例 

第１条 千葉市幕張新都心文教地区建築条例（平成２３年千葉市条例第

２５号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第１４号中「、ダンスホール」を削る。 

第２条 千葉市幕張新都心文教地区建築条例の一部を次のように改正す

る。 

第４条第１項第１１号中「又は観覧場」を「若しくは観覧場又はナ

イトクラブその他これに類する政令第１３０条の７の３に規定するも

の」に改め、同項第１４号中「、ナイトクラブ」を削り、同項第２６

号中「同条第１１項」を「同条第１３項」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２８年６月２３日から施行する。ただし、第１条の

規定は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

建築基準法等の一部改正に伴い、規定の整備を図るため、条例の一

部を改正しようとするものであります。 
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議案第５５号 

千葉市都市公園条例の一部改正について 

 千葉市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  平成２８年２月２２日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市都市公園条例の一部を改正する条例 

千葉市都市公園条例（昭和３４年千葉市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

第１６条第２項中「公園施設の設置又は管理」を「法第５条第１項」

に改め、同条第３項中「公園の占用許可」を「法第６条第１項又は第３

項の許可」に改める。 

別表第２千葉市蘇我スポーツ公園の項中 

「  「   

 午前９時から午後 

９時まで 

を 

午前９時から午後 

９時まで 

に改める。 

 

 午前９時から午後 

５時まで  

 午前９時から午後

５時まで  

  」  」 

 別表第９第１６項第１号中「（１時間につき）」を削り、同号の表中 

「 

 
アマチュアが使

用するとき 

アマチュア以外

が使用するとき 

 

 を 

                  」 

「 

 金額（１時間につき）  
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アマチュアが使

用するとき 

アマチュア以外

が使用するとき 

 に、「８，２２０円」を「６， 

 

                 」 

９４０円」に、「４，１００円」を「３，４６０円」に、「２，６６０

円」を「２，３００円」に、「１６，４４０円」を「１３，８８０円」

に、「４，１１０円」を「３，４７０円」に、「２，０５０円」を「１，

７３０円」に、「１，３３０円」を「１，１５０円」に改める。 

別表第９第１７項を次のように改める。 

17 第１多目的グラウンド 

（１）第１多目的グラウンド利用料金 

区分 金額（１時間につき） 

 アマチュアが使

用するとき 

アマチュア以外

が使用するとき 

全面 

 

一般 ６，９４０円 １３，８８０円 

 
高校生 ３，４６０円 

小学生・中学生 ２，３００円 

半面（サッカ

ー コ ー ト １

面） 

一般 ３，４７０円 ６，９４０円 

 
高校生 １，７３０円 

小学生・中学生 １，１５０円 

（２）照明設備利用料金 

区分 金額 

半面（サッカーコート１面） １時間につき ２，１６０円 

附 則 

１ この条例は、平成２８年７月１日から施行する。ただし、第１６条

第２項及び第３項の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第９第１６項及び第１７項の規定は、

この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日

前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

蘇我スポーツ公園第１多目的グラウンド及び多目的広場の利用料金

の上限の額を改定するとともに、同多目的グラウンドの供用時間を変

更するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第５６号 

   町の区域及び名称の変更について 

 市は、次のとおり緑区の町の区域及び名称を変更するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                   千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

 変更調書 

新 旧 
地      番 

町 名 町 名 

辺田町 平山町 １，９８７の１～１，９８７の４ １，９８８

の１ １，９８８の２  

平山町１，９８７の１、１，９８７の２、 

１，９８８の１、１，９８８の２に隣接する 

道路である公有地の一部 

  

 

備考 上記の土地の表示は、平成２８年２月１日現在の登記事項証明書

によるものである。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  町の区域及び名称の変更について、地方自治法第２６０条第１項の

規定に基づき、議決を求めるものであります。 

132



議案第５７号 

   土地の処分について 

 市は、次のとおり土地を売却するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 売却土地 

区  名 町   名 地   番 地  目 地   積 

 

美浜区 

 

高洲２丁目 

 

２０番１２ 

 

学校用地 

平方メートル  

 3.72 

２２番 16,617.21 

合計  ２筆  16,620.93 

２ 売却価格 １，７５２，０００，０００円 

３ 売 却 先   

東京都港区芝２丁目３２番１号 

  株式会社長谷工コーポレーション  

  代表取締役 辻 範明      

 

（参考）売却土地に付随する建物等 

種  類 構  造 延床面積 

 

校  舎 

 

鉄筋コンクリート造 

平方メートル  

4,635.73  

屋内運動場 鉄骨造、鉄筋コンクリート造 789.08 

プール 鉄筋コンクリート造、アルミ製、 

軽量鉄骨造 

745.82 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  土地を処分することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議決を求めるも

のであります。 
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議案第５８号 

   財産の処分について 

 市は、次のとおり建物を無償譲渡するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 譲渡財産 建物（千葉市福祉作業所） 

（１） 概 要  

名 称 千葉市亥鼻福祉作業所 千葉市鎌取福祉作業所 

所在地 
千葉市中央区亥鼻２丁目

１０番１６号 

千葉市緑区鎌取町２８１０

番地８ 

面 積 ６０１．８９平方メートル ７０８．９９平方メートル 

構 造 鉄骨造陸屋根平家建 鉄骨造鋼板葺平家建等 

（２） 用 途 障害福祉サービス事業所として 

（３） 譲渡先 千葉市花見川区横戸町７８６番４ 

社会福祉法人オリーブの樹 

    理事長 加藤 裕二

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市福祉作業所の建物を無償譲渡することについて、地方自治法

第２３７条第２項の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第５９号 

   損害賠償額の決定及び和解について 

 市は、次のとおり損害賠償の額を定め、和解するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 和解額 

８１，８８５，６００円（内損害賠償額 １６，２２１，６００円） 

２ 相手方 

  千葉市中央区問屋町６番４号 

社会福祉法人友和会 

理事長 野口 アキ子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

３ 事件の概要 

千葉市が、特別養護老人ホームの敷地の用に供するため相手方に賃

貸した後記物件目録記載の土地の一部の土壌から基準を超えるふっ素

及びその化合物が検出されたため、相手方が当該土壌を土壌汚染対策

法に基づき処理し、当該土地において相手方が行う建設工事が遅延し

たことにより、相手方に賃貸借契約に基づく必要費として汚染土壌処

理費用相当額を負担させ、及び建設工事の遅延等に伴う損害を与えた

もの 

４ 和解条項                                                                                                 

（１）千葉市は、相手方に対し、前記３事件の概要に記載の事件（以下

「本件事件」という。）による次の支払義務があることを認める。 

ア 賃貸借契約に基づく必要費として汚染土壌処理費用相当額 

６５，６６４，０００円 

イ 建設工事の遅延等に伴う損害 １６，２２１，６００円 

（２）千葉市は、相手方に対し、前号の金員を、平成２８年４月末日ま

でに、相手方の指定する預金口座に振り込むことにより支払う。 

（３）千葉市及び相手方は、本件事件に関し、千葉市と相手方との間に

は、本和解書に定めるもののほか何ら債権債務のないことを相互に

確認する。 
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（４）この和解契約は、千葉市議会の議決を得たときに効力を生ずるも

のとし、千葉市議会の議決を得られないときは、この和解契約は無

効とする。その場合、千葉市は、これに伴う損害について、一切の

責任を負わないものとする。 

 

物 件 目 録 

 

所  在  千葉市美浜区真砂二丁目 

地  番  １６番３号の一部 

地  目  宅地 

面  積  ４，０００．０３㎡ 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自治法第９６条

第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、議決を求めるものであ

ります。 
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議案第６０号 

   指定管理者の指定について 

 市は、次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人   

 

施設の名称 指定管理者 指定期間 

千葉市幸老人センター 千葉市美浜区幸町２丁目１１番２６棟

３０１号 

千葉幸町団地自治会 

会長 長岡 正明 

平成28年4月1日から 

平成30年3月31日まで 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉市幸老人センターの指定管理者を指定することについて、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求めるものであ

ります。 
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議案第６１号 

   包括外部監査契約について 

 市は、次のとおり包括外部監査契約を締結するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の始期 平成２８年４月１日 

３ 契約の金額 １８，０００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方 住所 千葉県市川市国府台５丁目２４番１４号 

                氏名 川 口 明 浩 

                  資格 公認会計士   

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  包括外部監査契約について、地方自治法第２５２条の３６第１項の

規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第６２号 

   議決事件の一部変更について 

 平成２７年６月２３日議決された「(仮称)高洲市民プール・体育館

改築工事に係る工事請負契約」中、次のとおり工期を変更するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工  期 

   変更前 契約締結日の翌日から３３０日間 

   変更後 契約締結日の翌日から３７５日間 

   （契約締結日 平成２７年６月２３日） 
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（参考） 

議案第１０６号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２７年６月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 （仮称）高洲市民プール・体育館改築工事 

２ 施工場所 千葉市美浜区高洲４丁目２番２ 

３ 工事概要（１）体育館 鉄筋コンクリート造一部木造及び鉄骨造 

             平屋建 

 （２）プール ２５ｍプール ステンレス製  

             子供用プール コンクリート製 

４ 契約方法 制限付一般競争入札 

５ 契約金額 ７９５，９６０，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から３３０日間 

７ 請 負 者 千葉市中央区市場町３番１号 

  旭・式田建設共同企業体 

 代表者 千葉市中央区市場町３番１号 

 旭建設株式会社 

 代表取締役 高橋 昌宏 

 千葉市若葉区殿台町９０番地１ 

 式田建設工業株式会社 

 代表取締役 式田 秀穂  
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議 案 説 明 

  （仮称）高洲市民プール・体育館改築工事に係る工事請負契約の工

期を変更するため、議決を求めるものであります。 
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議案第６３号 

   市道路線の認定及び廃止について 

 市は、次のとおり市道路線を認定及び廃止するものとする。 

  平成２８年２月２２日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

市道路線認定調書 

整 理
番 号

路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点

1 稲毛東８８号線 稲毛東１丁目地内 稲毛東１丁目地内

2 今井町１５号線 今井町地内 今井町地内

3 桜木町２１４号線 桜木４丁目地内 桜木４丁目地内

4 園生町２１７号線 園生町地内 園生町地内

5 殿台町５３号線 殿台町地内 殿台町地内

6 山王町６４号線 山王町地内 山王町地内

7 幕張４９５号線 幕張町２丁目地内 幕張町２丁目地内

8 天戸町８２号線 天戸町地内 天戸町地内

9 天戸町８３号線 天戸町地内 天戸町地内

10 浜野町１４９号線 浜野町地内 浜野町地内

11 高田町２８７号線 高田町地内 高田町地内

12 高田町２８８号線 高田町地内 高田町地内

13 高田町２８９号線 高田町地内 高田町地内

14 高田町２９０号線 高田町地内 高田町地内

15 高田町２９１号線 高田町地内 高田町地内

16 高田町７０２号線 高田町地内 高田町地内

17 高田町２９２号線 高田町地内 高田町地内

18 高田町２９３号線 高田町地内 高田町地内

19 誉田町２４７号線 誉田町２丁目地内 高田町地内

2

1

市道路線認定図番号

11

8

9

10

3

4

5

6

7
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市道路線廃止調書 

整 理
番 号

路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点 摘要
市 道 路 線
廃止図番号

1 小倉町９３号線 小倉町地内 小倉町地内 全部廃止 1

2 中野町１４４号線 中野町地内 中野町地内 全部廃止 2

3 富士見１４号線 富士見２丁目地内 富士見２丁目地内 一部廃止

4 富士見２２号線 富士見２丁目地内 富士見２丁目地内 全部廃止

3
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  市道路線の認定及び廃止について、道路法第８条第２項及び第１０

条第３項の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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